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目標Ⅰ　男女の社会参画の促進とエンパワーメント
(単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

課題1.　政策・方針決定過程への女性の参画促進

・｢審議会等の設置、運営及び公開に関する指針｣に基づく女性委員登用促進

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

人権文化課

  1. 行政委員会・審議会等へ
の女性委員の登用を促進する
ため効果的な方法を研究しま
す

（１）行政委員会・審議会委員等への女性の参画促進

・第３期ねやがわ男女共同参画プランに基づく女性委員登用促進

総務課

・審議会等への女性委員登用促進
　平成14年(20.1%)　※各年４月１日現在
　平成15年(20.5%）
　平成16年(22.3%）
　平成17年(18.2%）
　平成18年(20.9%）
　平成19年(21.8%）
　平成20年(22.7%）
  平成21年(21.7%）
　平成22年(26.3%)
  平成23年(23.7%)

全部局

  1. 各種審議会、
その他の市政に積
極的に参画しま
しょう
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

  2. 登用比率３０％以上を目
標に、女性委員の登用を積極
的に進めます

  3. 女性委員が未参画な審議
会等の解消に努めます

  4. 積極的に育成
事業に参加し、個
人の能力を高め、
提供しましょう

全部局

  2. 市政に関心を
もち、学習、地域
活動、市民活動な
どに参加・参画し
ましょう

・大阪府立男女共同参画・青少年センター（ドーンセンター）の情報ライブラ
リーを活用

（２）女性の人材の把握と活用

人権文化課

  4. 地域で活躍する女性の人
材の育成と活用を図るため、
人材リストの作成・活用に努
めます

全部局

・女性委員の登用率　　※各年４月１日現在
女性参画 割合

委員会数 ％ 人数 割合

行政委員会 6 3 50.0 37 3 8.1

審議会等 29 23 79.3 329 66 20.1

行政委員会 6 3 50.0 39 3 7.7

審議会等 28 22 78.6 356 73 20.5

行政委員会 6 3 50.0 39 5 12.8

審議会等 27 21 77.8 336 75 22.3

行政委員会 6 3 50.0 36 4 11.1

審議会等 22 17 77.3 286 52 18.2

行政委員会 6 3 50.0 35 4 11.4

審議会等 23 18 78.3 273 57 20.9

行政委員会 6 3 50.0 34 4 11.8

審議会等 19 15 78.9 261 57 21.8

行政委員会 6 2 33.3 34 3 8.8

審議会等 22 18 81.8 299 68 22.7

行政委員会 6 2 33.3 35 3 8.6

審議会等 22 17 77.3 299 65 21.7

行政委員会 6 3 50.0 35 4 11.4

審議会等 25 19 76.0 278 73 26.3

行政委員会 6 2 33.3 35 3 8.5

審議会等 27 22 81.5 300 71 23.7

15年

16年

年

20年

18年

17年

19年

21年

22年

14年

区分 委員会数
委員の
総数

女性委員

23年

※各年４月１日現在

年

　14年   26/35 74.3%

　15年 　25/34 73.5%

　16年   24/33 72.7%

　17年   20/28 71.4%

　18年   21/29 72.4%

　19年   18/25 72.0%

　20年   20/28 71.4%

　21年 19/28 67.9%

　22年 22/31 70.9%

　23年 24/33 72.7%

参画委員割合

女性委員の参画割合

(行政委員会、審議会等）
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14 2,045
15 1,563
16 1,578
17 1,499
18 1,828
19 1,858
20 1,555
21 1,370
22 1,227

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

（３）女性職員の管理職への積極的な登用

  6. 企業としても
女性社員を管理職
へ積極的に登用し
ましょう

  5. 女性職員の管理職登用を
進めるため、積極的改善措置
の推進に努め、格差解消を図
ります

  6. 女性職員の職域拡大や能
力開発に努め、人材育成のた
めの職場環境づくりの推進を
図ります

・女性職員の職域拡大･能力開発研究
・16年度　「職員のあり方と人事の改革」～人材育成・人事制度の基本方針～
人事改革ステップⅠの策定
・20年度　「職員のあり方と人事の改革」～人材育成・人事制度の基本方針～
人事改革ステップⅡの策定
・22年度　「職員のあり方と人事の改革」～人材育成・人事制度の基本方針～
人事改革ステップⅢの策定

・課長・係長候補者試験の実施

・22年度　寝屋川市“頑張る”女性職員推進検討チームによる会議の開催及び
報告書の作成
・22年度　寝屋川市“頑張る”女性職員推進検討ワークショップの開催

  5. 市役所の女性
職員の管理職登用
について理解を深
めましょう

人事室

人事室

H15 H16 H17 
対象者数 217 250 222

内女性 202 236 210
受験者数 8 6 8

内女性 5 2 7
合格者数 3 3 4

内女性 3 1 4

専門職主査試験(平成18年度よ
り係長候補者試験に統合）

推薦制 試験制 推薦制 試験制 推薦制 試験制 推薦制 試験制 推薦制 試験制 推薦制 試験制
対象者数 119 119 133 86 139 67 145 42 120 48 85 57 116 101

内女性 14 16 19 14 21 9 26 2 26 3 25 2 24 18
受験者数 16 35 9 33 9 34 16 17 11 21 7 22 26 33

内女性 0 3 0 3 0 3 0 1 0 1 1 0 2 2
合格者数 3 12 3 15 5 21 9 12 7 8 2 11 13 18

内女性 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2
平成21年度より、推薦制・試験制の区分を廃止

H21
H20H18 H19H15 H16 H17 

H22

係長候補者試験
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

対象者数 510 560 525 1,205 1,125 1,064 1,001 916
内女性 184 194 186 608 577 547 515 477

受験者数 86 94 85 163 146 109 113 90
内女性 4 0 2 28 29 13 21 16

合格者数 17 22 24 30 20 21 27 21
内女性 1 0 1 6 4 5 9 5

職員数（4月1日現在）   　　　　　　　　　　※教育長を除く。
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

総数 2,006 1,912 1,843 1,754 1,668 1,602 1,497 1,413 1,329

男性 1,202 1,147 1,100 1,049 992 936 862 811 755
女性 804 765 743 705 676 666 635 602 574
女性割合 40.1% 40.0% 40.3% 40.2% 40.5% 41.6% 42.4% 42.6% 43.2%

管理職数（副係長と係長以上の合計、4月1日現在）
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

総数 455 459 448 430 425 403 365 339 323
男性 403 407 398 380 372 348 310 286 272
女性 52 52 50 50 53 55 55 53 51
女性割合 11.4% 11.3% 11.2% 11.6% 12.5% 13.6% 15.1% 15.6% 15.8%

職員数における管理職の割合（4月1日現在）
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

職員数 2,006 1,912 1,843 1,754 1,668 1,602 1,497 1,413 1,329
管理職数 455 459 448 430 425 403 365 339 323

割合 22.7% 24.0% 24.3% 24.5% 25.5% 25.2% 24.4% 24.0% 24.3%
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 50
15 50
16 50
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 106
15 109
16 111
17 111
18 108
19 83
20 92
21 93
22 90

全部局

・各職場でのOJTの推進

人事室

  7. 女性職員の意識の啓発を
図るため、研修等を行います

（４）市の政策・方針決定過程への女性の参画促進

  8. 市政に関心を
もち、意見反映の
場に積極的に参画
しましょう

  8. 市政への意見反映の場へ
の女性の積極的な参画を促進
します

・出前講座の実施
　平成14年度　127講座　3,848人参加
　平成15年度　150講座　4,506人参加
　平成16年度　173講座　5,884人参加（男性1,570人　女性4,314人）
　平成17年度　129講座　3,838人参加（男性1,090人、女性2,748人）
　平成18年度　203講座　6,565人参加（男性1,849人、女性4,716人）
　平成19年度　171講座　5,006人参加（男性1,349人、女性3,657人）
　平成20年度　179講座　5,834人参加（男性1,649人、女性4,185人）
  平成21年度　149講座　4,188人参加（男性1,243人、女性2,945人）
　平成22年度　134講座　4,111人参加（男性1,186人、女性2,925人）

広報広聴課

・人権研修｢女性職員とプロ意識｣の実施
・人権研修「女性職員の能力発揮」実施（平成17年度よりテーマ変更）

・22年度　寝屋川市“頑張る”女性職員推進検討ワークショップの開催＜再掲

年度

桂　容子　さん

坪井　眞規子　さん 

H21 平成22年2月16日(火）
男女共同参画推進センターアドバイザー 41人

坪井　眞規子　さん 

H17

H18

H19
男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

男女共同参画推進センターアドバイザー

うち女性27人

37人

うち女性12人

うち女性20人

38人

50人

うち女性21人

参加人数

68人

うち女性28人

60人

坪井　眞規子　さん 
平成19年1月18日(木）

日　　時

平成15年12月12日(金）

平成16年12月7日(金）

平成17年12月13日(火）
うち女性36人

60人

坪井　眞規子　さん うち女性13人
平成21年2月9日(月）

男女共同参画推進センターアドバイザー

平成20年2月14日(木）

講　　　師

男女共同参画推進センターアドバイザー

男女共同参画推進センターアドバイザー

男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

H15

H16

H22 平成23年2月9日(水）
男女共同参画推進センターアドバイザー 56人

坪井　眞規子　さん うち女性13人

H20

4



14 10
15 14
16 11
17 9
18 12
19 9
20 13
21 0
22 5

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 12
22 4

広報広聴課

・市政懇談会「市民と市長の元気トーク」

・施設見学会

広報広聴課

年度 回数 男性 女性 計
H14 3 14 40 54
H15 3 26 28 54
H16 2 10 19 29
H17 2 15 9 24
H18 2 12 20 32

H19 1 8 10 18
H20 2 30 17 47
H21 0 0 0 0
H22 1 3 3 6

施設見学会参加者
年度 回数 男性 女性 計
H14 10 － － 211
H15 11 52 149 201
H16 10 64 133 197
H17 8 55 98 153
H18 6 39 76 115

H19 8 50 135 185
H20 4 35 59 94
H21 3 24 42 66
H22 1 6 14 20
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目標Ⅰ　男女の社会参画の促進とエンパワーメント
課題２．　地域活動における男女共同参画の促進　　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 5,973
15 5,779
16 5,908
17 5,881
18 5,811
19 6,249
20 6,354
21 6,184
22 6,250
14 6,683
15 5,813
16 5,921
17 5,937
18 6,175
19 5,655
20 10,295
21 9,278
22 9,258
14 -
15 -
16 598
17 73
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

　10.さまざまな地
域活動に男女・年
齢にとらわれず参
加・参画しましょ
う

さまざまな地域活動への積極的な市民の参加促進　10.男性の地域活動への参加
を促し、性別や年齢にとらわ
れない世代間の交流を進めま
す

・ふれあいプラザ香里事業
　ふれあいプラザ香里来場者数
　平成14年度 54,431人　　　平成19年度 54,059人
　平成15年度 54,237人　    平成20年度 49,477人
　平成16年度 57,331人　    平成21年度 50,916人
　平成17年度 55,905人      平成22年度 52,007人
　平成18年度 53,749人

 市民活動振興室

 市民活動振興室

全部局

・市民活動センター事業(H14.10.1オープン)
　市民活動センター利用者数
　平成14年度（10/1～3/31） 2,328人　　　平成19年度14,666人
　平成15年度 6,903人      　　　　　　　平成20年度14,528人
　平成16年度 9,295人                    平成21年度15,512人
　平成17年度10,528人                    平成22年度16,706人
　平成18年度13,540人

 市民活動振興室

施策の方向

（１）女性と男性との対等な参画による地域づくりの促進

市民・地域社会、
企業の役割

  9. 市と市民との協働による
地域活動にむけた情報と機会
の提供に努めます

・市民参画推進指針の策定

行政の役割（具体的取組）

  9. 現状にあった
地域活動を行う組
織づくりに努めま
しょう
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14 5,160
15 5,310
16 4,910
17 6,000
18 5,000
19 19,890
20 21,427
21 37,051
22 41,517

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 -
15 -
16 -
17 2,847
18 2,748
19 923
20 733
21 298
22 275
14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061

　11.環境保全、まちづくりな
どの分野においても、女性が
参画できるよう努めます

環境政策課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照）

・地域活動での世代間交流の促進
　保育所に地域の高齢者等を招いて、児童との交流を行った
　14年度　民間保育所20か所、公立保育所16か所
　15年度　民間保育所21か所、公立保育所16か所
　16年度  民間保育所22か所、公立保育所16か所
　17年度　民間保育所23か所、公立保育所16か所
　18年度　民間保育所21か所、公立保育所15か所
　19年度　民間保育所26か所、公立保育所15か所
　20年度　民間保育所28か所、公立保育所13か所
  21年度　民間保育所28か所、公立保育所13か所
  22年度　民間保育所30か所、公立保育所11か所

こども室

 人権文化課

・平成17年度　駅前で啓発活動を行う「美しいまちづくり推進員」226人を、自
治会の推薦と公募で委嘱（３年間）
・平成20年10月に再度、委嘱（125人）
・自然環境教室（年５、６回程度実施）

・地域活動への積極的な参加の促進

 市民活動振興室
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 752
15 1,540
16 1,540
17 1,540
18 6,715
19 7,226
20 8,044
21 6,661
22 6,227

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 12. 地域の消防・防災活動
に、男女がともに対等に主体
的に参加・参画できるよう働
きかけるとともに、男女双方
の視点に十分配慮して、防災･
災害復興体制の充実に努めま
す

 13. 地域やコミュニティ活動
における女性指導者の育成と
指導的立場への参画が促進さ
れるような気運の醸成に努め
ます

・女性指導者の育成と参画促進

全部局

・14年度　大阪府北河内地区７市合同防災訓練・自主防災訓練・自治会合同自
主防災訓練実施
・15年度　枚方市・寝屋川市合同防災訓練実施
・16年度　寝屋川市・枚方市合同防災訓練実施
・17年度　枚方市・寝屋川市合同防災訓練実施
・22年度　大阪府北河内地区７市合同防災訓練実施
・18年度～22年度　自主防災組織整備・育成事業
　　193自治会中137自治会で結成（H21.4.1現在）
　　195自治会中141自治会で結成（H22.4.1現在）
　　195自治会中143自治会で結成（H23.4.1現在）
・19年度から校区自主防災協議会より寝屋川市消防団に女性団員を推薦
　　女性団員14人（H21.4.1現在）
    女性団員12人（H22.4.1現在）
　　女性団員10人（H23.4.1現在）

危機管理室

12. 地域に密着し
た消防活動､火災予
防・救急講習活動
等に男女がともに
参加・参画しま
しょう

 13. 地域やコミュ
ニティ活動におい
て、女性が進んで
指導的役割を果た
すよう努めましょ
う

・さまざまな分野での女性の参画を推進

全部局
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

・社明地区委員会女性委員比率（49.4％）

 市民活動振興室

一中 二中 三中 四中 五中 六中 七中 八中 九中 十中 友呂岐中 中木田中 計
男 2 3 4 3 5 2 2 3 2 2 4 3 35
女 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8
計 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 43

女性(%) 50 0 0 25 0 33 33 0 33 33 0 25 18.6
男 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 38
女 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 7
計 4 3 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 45

女性(%) 25 0 0 25 0 25 25 0 33 0 25 25 15.5
男 4 3 3 2 4 2 3 3 1 3 4 3 36
女 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 1 9
計 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 45

女性(%) 0 0 25 33 0 50 25 0 66 0 0 25 20
男 4 3 3 2 4 2 3 3 1 3 4 3 35
女 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 1 8
計 4 3 4 3 5 4 4 0 2 3 4 4 43

女性(%) 0 0 25 33 20 50 25 0 50 0 0 25 18
男 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 4 37
女 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 7
計 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 44

女性(%) 0 0 25 33 20 50 25 0 33 0 0 0 15.9
男 4 3 3 2 4 2 3 3 2 3 4 4 37
女 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 7
計 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 44

女性(%) 0 0 25 33 20 50 25 0 33 0 0 0 15.9

社明地区委員会　委員長・副委員長男女比率

15
・
16
年
度

19
年
度

17
・
18
年
度

21
年
度

22
年
度

20
年
度

一中 二中 三中 四中 五中 六中 七中 八中 九中 十中 友呂岐中 中木田中 計
男 14 13 13 6 8 6 16 13 17 6 13 7 132
女 8 9 9 4 8 9 7 7 5 12 12 4 94
計 22 22 22 10 16 15 23 20 22 18 25 11 226

女性（％） 36 41 41 40 50 60 30 35 23 67 48 36 42
男 13 12 13 7 12 5 16 12 17 8 13 8 136
女 10 10 9 3 11 10 7 9 5 8 12 3 97
計 23 22 22 10 23 15 23 21 22 16 25 11 233

女性（％） 43 45 41 30 48 67 30 43 23 50 48 27 42
男 15 11 12 5 10 5 15 13 14 7 9 8 124

女 6 8 8 5 11 5 3 9 5 7 11 3 81
計 21 19 20 10 21 10 18 22 19 14 20 11 205

女性（％） 29 42 40 50 52 50 17 41 26 50 55 27 40
男 15 11 12 5 10 5 15 13 13 8 9 8 124

女 5 8 8 5 11 9 3 9 6 7 11 3 85
計 20 19 20 10 21 14 18 22 19 15 20 11 209

女性（％） 25 42 40 50 52 64 17 41 31 47 55 27 41
男 18 12 17 6 14 6 15 14 13 10 16 7 148

女 4 11 6 3 11 8 3 7 8 5 7 4 77
計 22 23 23 9 25 14 18 21 21 15 23 11 225

女性（％） 18 47 26 33 44 57 16 33 38 33 30 36 34
男 17 12 17 6 14 6 15 14 13 10 16 7 147
女 4 11 6 3 11 8 3 7 8 5 7 4 77

計 21 23 23 9 25 14 18 21 21 15 23 11 224
女性（％） 19 47 26 33 44 57 16 33 38 33 30 36 34

男 17 12 17 6 11 5 15 14 10 10 17 8 142
女 4 11 6 3 10 9 3 7 7 6 6 3 75

計 21 23 23 9 21 14 18 21 17 16 23 11 217
女性（％） 19 48 26 33 48 64 17 33 41 38 26 27 34.6

男 21 12 17 7 11 5 15 14 10 10 17 13 152
女 7 11 6 4 10 9 3 7 7 6 6 3 79

計 28 23 23 11 21 14 18 21 17 16 23 16 231
女性（％） 25 48 26 36 48 64 17 33 41 38 26 19 34

社明地区委員会別役員男女比率

14
年
度

15
年
度

22
年
度

21
年
度

16
年
度

17
・
18
年
度

19
年
度

20
年
度

15年度 172
167

市政協力委員(自治会長）男女比率

9.7
7.5

18
14

16年度

年度 男性会長数
14年度

173
176

17年度 19

女性(%）女性会長数

9.9
12 6.4

175
20

21年度 179 16
22年度 175 20

7.8

20年度 175
18
15

10.2

18年度 178
9.319年度

10.2
8.2
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目標Ⅰ　男女の社会参画の促進とエンパワーメント
課題３.　国際連帯と地域に居住する外国人女性との交流の促進 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 -
15 10,736
16 2,346
17 2,366
18 2,215
19 2,099
20 2,275
21 1,068
22 852

 人権文化課

広報広聴課
（15年度のみ
　情報化推進

課）

施策の方向
市民・地域社会、

企業の役割

（1）市内に在住する外国人女性への支援

 14. 外国人女性が、安全な日
常生活を送るための各種の生
活情報や行政サービス情報の
提供を行います

行政の役割（具体的取組）

 14. 国際交流に積
極的に参画しま
しょう

・行政情報提供システム（３か国語版）
　平成15年度　３か国語版（英語、中国語、ハングル）ホームページを行政
              情報システムに追加構築(情報化推進課）
　　　　　　　３か国語版ホームページを行政情報システムとしてサービス
              開始
　平成16年度　３か国語版ホームページ行政情報システム運用開始(広報広
              聴課)
　平成17年度　３か国語版ホームページを含む行政情報システムは平成18年3月
　　　　　　　20日で終了し、引き続きホームページに行政情報として公開
　　　　　　　（広報広聴課）
　平成21年度　自動機械翻訳システムによる３か国語（英・中・韓）情報及び
　　　　　　　ローマ字情報の発信開始

・広報紙等の発行等

・各機関・ＮＰＯ法人等が発行するリーフレット等で情報提供

広報広聴課
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 1,935
15 1,893
16 0
17 821
18 0
19 809
20 0
21 420
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061

 市民活動振興室

人権文化課

（２）「開発と女性」への理解の促進

 15. 外国語ボラン
ティア活動に積極
的に参加・参画し
ましょう

 16. 大阪府をはじめとする各
種の外国人女性の人権侵害に
かかわる相談機関の情報提供
に努めます

 15. 外国語ボランティアの情
報収集と登録の促進に努めま
す

 17. 開発における
女性の役割や女性
の現状について関
心をもちましょう

 人権文化課

 人権文化課

 17. ｢開発と女性」への関心
を高めるような講座や情報の
提供に努めます

・市民活動センター及び市国際交流協会と連携を図り、外国語ボランティアの
情報収集と登録の促進に努めた

・｢ひろげようしあわせの輪｣で情報提供
・平成16年度より隔年発行（発行部数　10,000部）

・相談機関の情報提供の促進

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照）＜再掲＞
・パネル展示等による情報提供の促進

言語 　人数 言語 　人数 言語 　人数 言語 　人数

英語 30 英語 25 英語 25 英語 30

中国語 10 中国語 13 中国語 13 中国語 12

ハングル語 3 ハングル語 2 ハングル語 2 ハングル語 1

ドイツ語 1 ドイツ語 3 ドイツ語 3 ドイツ語 3

スペイン語 4 フランス語 2 フランス語 2 フランス語 2

ビルマ語 1 イタリア語 2 イタリア語 2 イタリア語 2

アラビア語 1 マレーシア語 2 マレーシア語 2 マレーシア語 2

インドネシア語 1 スペイン語 4 スペイン語 4 スペイン語 2

タガログ語 4 ビルマ語 1 ビルマ語 1 ビルマ語 1

ポルトガル語 3 アラビア語 1 アラビア語 1 アラビア語 1

スリランカ語 1 インドネシア 1 インドネシア 1 インドネシア 1

タイ語 2 タガログ語 2 タガログ語 2 タガログ語 2

クメール語 1 ポルトガル語 1 ポルトガル語 1 計 59

スワヒリ語 1 スリランカ 1 スリランカ 1

計 63 計 60 計 60

（20年度）
言語ボランティア登録状況

（21年度）
言語ボランティア登録状況

（22年度）
言語ボランティア登録状況

（19年度）
言語ボランティア登録状況
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目標Ⅱ　男女共同参画社会実現のための意識づくり
課題1.　男女の人権を確立するための啓発の推進 (単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 773
15 247
16 208
17 208
18 208
19 225
20 225
21 430
22 645
14 1,935
15 1,893
16 0
17 821
18 0
19 809
20 0
21 420
22 0
14 1,316
15 707
16 642
17 639
18 639
19 225
20 225
21 225
22 225

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

 18. 男女共同参画計画や意識
調査の結果などの情報提供に
努めます

 18. 男女共同参画
社会についての理
解や性別役割分業
の解消、社会的性
別（ジェンダー）
にとらわれない生
きかたについて理
解を深めましょう

（１）男女共同参画の視点での情報提供、広報活動の充実

 人権文化課

・第３期ねやがわ男女共同参画プラン、第４期ねやがわ男女共同参画プラン、
男女共同参画に関する市民意識調査(報告書)、男女共同参画情報誌「ルュミ
エール」での情報提供

 19. 性別役割にとらわれない
生き方を考える機会を提供す
るために、啓発冊子、パンフ
レット、情報誌などを発行、
配布します 人権文化課

 人権文化課

・｢ひろげようしあわせの輪｣で情報提供
　平成16年度より隔年発行（発行部数　10,000部 公共施設等に配置）

・情報誌「ルュミエール」
平成14年度　4,700部　年2回
平成15年度　8,000部　年1回
平成16～18年度　4,700部　年1回
平成19～22年度　5,000部　年1回
・啓発冊子発行
平成14年度　中学2年生用啓発冊子「いつか、ｺﾝﾅ ｿﾝﾅ ｱﾝﾅ仕事がしたいな」
4,000部
平成15年度　小学生（4､5年）用男女共同参画啓発カレンダー　200部　年1回
平成16年度  小学生（2,3,4年）用男女共同参画啓発カレンダー　250部　年1回
平成17年度　小学生用男女共同参画啓発カレンダー　　200部　年1回
平成18年度　小学生用男女共同参画啓発カレンダー　　200部　年1回
・センターだより（Ｄｏふらっと）
平成14～22年度　年１～４回発行
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14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 1,181
15 1,064
16 2,346
17 2,366
18 2,215
19 2,099
20 2,275
21 1,068
22 852

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 20. 市広報やビデオ広報、ポ
スター、ホームページ、行政
情報提供システムなどさまざ
まな広報媒体を通じた幅広い
啓発活動に努めます

広報広聴課

 21. 市が発行する刊行物にお
いて、社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない視点で
の表現、編集を進めます

・該当する情報は、その内容や表現等について広報編集小委員会の意見交換を
経て広報紙へ掲載

広報広聴課

広報広聴課

 20. 市民も積極的
に利用･活用しま

しょう

 人権文化課

・広報紙･チラシ･リーフレット･ホームページで啓発
・22年度　駅前での街頭啓発の実施

・行政情報提供システム（市ホームページ）
行政情報システムの内、街頭端末・ＦＡＸによる情報提供を平成18年3月20日で
終了し、引き続き市ホームページに行政情報として公開
アクセス件数
平成14年度　186,758件
平成15年度　201,405件
平成16年度　337,986件（3カ国版を含む）
平成17年度　515,116件（　　　〃　　 ）＊街頭端末・ＦＡＸによる情報提供
　　　　　　終了
平成18年度　628,815件（　　　〃　　 ）
平成19年度　710,140件（　　　〃　　 ）
平成20年度　198,330件（日本語情報をホームページへ統合、3カ国語版のみを
　　　　　　提供）
平成21年度　15,297件（10月29日より開始した自動機械翻訳システムの翻訳件
　　　　　　数）
平成22年度　37,466件（自動機械翻訳システムの翻訳件数）

・広報紙等の発行等 ＜再掲＞
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 1,964
15 1,372
16 1,670
17 1,478
18 1,370
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286
14 2,484
15 1,832
16 2,104
17 1,909
18 1,801
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286

14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 231
15 183
16 124
17 22
18 49
19 20
20 22
21 38
22 25

23. 科学分野など女性が少な
かった職域や男性が少なかっ
た職域へのそれぞれの参画に
ついて啓発を行います

22. 男性にとっての男女共同
参画社会の意義や責任、男性
の地域・家庭への積極的な参
加・参画を促す啓発活動を進
めます

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照）＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」での啓発 ＜再掲＞

 人権文化課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」、啓発冊子での啓発 ＜再掲＞

 人権文化課

 人権文化課

広報広聴課

（２）男女共同参画社会基本法や女性の人権、労働権に関わる法律などについての学習、啓発活動の推進

・社会的性別（ジェンダー）にとらわれない視点での表現・編集の推進

人権文化課

 24. 「女子差別撤廃条約｣｢Ｉ
ＬＯ156号条約(家族的責任を
有する男女労働者の権利に関
する条約)」など女性の人権に
関する国際的な条約に関する
情報提供に努め、理解と普及
を図ります

・人権啓発作品展の実施

 24. 女性の人権に
関する国際的･国内
的な条約、法律に
ついて関心をも
ち、理解を深めま
しょう

・広報紙等の発行等 ＜再掲＞
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14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061
14 1,935
15 1,893
16 0
17 821
18 0
19 809
20 0
21 420
22 0
14 1,987
15 1,372
16 1,670
17 1,478
18 1,370
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286

14 1,244
15 1,225
16 1,561
17 1,300
18 1,246
19 1,160
20 1,097
21 1,087
22 1,101

 26. 女性のエンパワーメント
をめざす学習講座を充実し、
市民の自主的な男女共同参画
社会づくりの学習活動の推進
を図ります

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわ連絡会への支援

（３）男女共同参画の視点での学習機会の提供

 人権文化課

人権文化課

 人権文化課

 25. 「男女共同参画社会基本
法」「男女共同参画基本計
画」「男女雇用機会均等法」
「育児・介護休業法」「次世
代育成支援対策推進法」「ス
トーカー規制法」「児童虐待
防止法」「DV防止法」「高齢
者虐待防止法」 等について情
報提供に努めるとともに学習
機会の提供に努めます

 25. 進んで学習会
に参加し、理解を
深めましょう

 26. 市が行う男女
共同参画社会づく
りのための学習活
動に参加したり、
自主的な学習活動
でエンパワーメン
トしましょう

 人権文化課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞

・｢ひろげようしあわせの輪｣で情報提供 ＜再掲＞
　平成16年度より隔年発行（発行部数　10,000部）

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」による情報提供 ＜再掲＞
・センターだより（Ｄｏふらっと）、リーフレット等による情報提供
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14 674
15 683
16 659
17 671
18 658
19 655
20 655
21 850
22 764

人権文化課

開催日 講　師 テーマ 参加
10/2 ﾌﾗﾝｼｽｺ会ｶﾄﾘｯｸ司祭, 釜ｹ崎反失業連絡会共同代表 本田　哲郎さん 野宿をしいられた仲間と連帯したい！ 18人
10/9 邦楽鳴物師・囃子方望月流  望月　太八紀 さん 囃子方・鳴物師として,ﾍﾙﾊﾟｰとして、身体障害者について考える 32人
6/1 老人保健施設「ラガール」職員 元タレント　今城　千重子さん おおきにはばかりさんで年とろう！ 42人
10/23 和歌山県すさみ町立エビとカニの水族館館長　森　拓也さん 海の世界にいじめは無い？ 30人

開催日 講　師 テーマ 参加
9/27 広中事務所 カメラマン・モデル 本堂　亜紀さん 「いい仕事　楽しい人生～私の職業への挑戦～ 48人
10/4 (有)自立生活問題研究所 所長 谷口　明広さん ともに生きる 地域社会をめざして 37人
10/11 ゆにふぁーむ  村田　二六年さん ［みんな地球仲間］ 36人
10/18 はぐるまの家  坂岡　嘉代子さん 「親子にかける橋」 37人
平成16年度人権学習市民連続講座
開催日 講　師 テーマ 参加
10/8 (有）Ｅ’ｓ　ｐｌａｎ  前出　英子さん くらしの棚卸しで生活をリセット！ 36人
10/12 情報の輪サービス㈱　佐々木　妙月さん 私らしさを磨くレシビ 23人
10/19 シャンソン歌手　今里　哲さん 私の人生バラんバラん 20人
10/29 ＮＰＯ～一杯のコーヒーから地球が見える～　一宮　唯雄さん ＮＰＯ～一杯のコーヒーから地球が見える～ 17人
平成17年度人権学習市民連続講座

開催日 講 　師 テーマ 参加
9/7 日本笑い学会副会長・演芸ﾌﾟﾛデﾞｭｰｻｰ　熊谷　富夫さん 笑いは百薬の長 50人
9/14 日本笑い学会々員、関西大学・桃谷高校非常勤講師　下橋 邦彦さん　 体の栄養　心の栄養 60人
9/21 京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学分野博士課程院生　広崎 真弓さん 笑いで健康生活～　心も体も頭もすっきり　～ 52人
9/28 日本笑い学会理事KANSAI　こども研究所所長原坂 一郎さん 子どもの笑顔はバロメーター～　子どもに笑顔を　～ 36人
平成18年度人権学習市民連続講座

開催日 講　　　　　師 テーマ 参加
10/4 通訳ガイド・日本笑い学会理事  志緒野　マリ さん 通訳ガイドの異文化ウォチング 38人
10/11 元産経新聞論説委員・日本笑い学会  笑って笑って健康に～世界のユーモアコレクションから～ 45人
10/18 大阪研究家・相愛大学客員教授・日本笑い学会・笑いの講師団　前垣　和義さん 大阪のおばちゃんに学ぶもの 42人
10/25 芸能ディレクター・プロデューサー・日本の笑い学会副会長・事務局長　長島　平洋さん 笑って死にたい 38人
平成19年度人権学習市民連続講座

開催日 講　　　　　師 テーマ 参加
10/３ 日本交流分析協会インストラクター・キャリアコンサルタント 心ってな～に～心のつくりと働き～ 16人
10/10 日本交流分析協会准教授・トラウマティック・ストレス学会員 コミュニケーションはことばとこころのキャッチボール 24人
10/17 日本交流分析協会インストラクター・看護師・家族相談士 ここち良い－人とのふれあい－ 25人
10/24 日本交流分析協会インストラクター・家族相談士 人間関係のトラブルはどうして起こるか 29人
平成20年度人権学習市民連続講座

開催日 講　　　　　師 テーマ 参加
10/14 NPO法人日本交流分析協会　理事・准教授　山本　昭一 子どもの心がみえていますか？ 31人
10/21 NPO法人日本交流分析協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　学校心理学　飯田　玲美 苦手な人と上手につきあう方法 38人
10/28 NPO法人日本交流分析協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　学校心理学　宮本　隆子 生き方上手で楽々人生 29人
11/4 NPO法人日本交流分析協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　産業ｶｳﾝｾﾗｰ　二井　あや子 ここちよい人との関わり方 31人

平成21年度人権学習市民連続講座

開催日 講　　　　　師 テーマ 参加

10/7 FMハナコ(守口)パーソナリティ　藤田　明美 はっきり！くっきり！自己表現！ 21人
10/14 NPO法人日本交流分析協会ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ　産業ｶｳﾝｾﾗｰ　二井　あや子 さわやかなコミュニケーション　～あなたを聞く・私を伝える～ 27人
10/21 自分らしく生きる　～本音にきづく～ 30人
10/29 楽に生きる処方箋　～自分をゆるす～ 29人
平成22年度人権学習市民連続講座

開催日 講　　　　　師 テーマ 参加

10/6 大阪人権博物館学芸員   吉村　智博 文明開化と肉食文化 16人
10/13 大阪人権博物館学芸員   文　公輝 焼肉・ホルモンと在日コリアン 18人
10/20 大阪人権博物館学芸員   仲間　恵子 沖縄文化と泡盛 17人
10/27 大阪人権博物館学芸員   村上　紀夫 漫才の歴史 18人

平成15年度人権学習市民連続講座　　　　　　　　　　　

平成14年度人権学習市民連続講座　　　　　　　　　　　　

アウェアネスみどり会代表　　平松　みどり
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14 2,039
15 1,963
16 2,120
17 1,748
18 1,684
19 1,631
20 1,668
21 1,482
22 1,518

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 440
15 470
16 474
17 474
18 424
19 372
20 2,222
21 2,129
22 2,015

14 2,484
15 1,832
16 2,104
17 1,909
18 1,801
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286

広報広聴課

・該当する情報は、その内容や表現等について広報編集小委員会の意見交換を
経て広報紙へ掲載

・CAP学習を通じた家庭教育の充実

（５）性別役割にとらわれない家庭教育の促進

 28. 広報紙、啓発冊子や講座
などを通じて、「女らしさ、
男らしさ」にとらわれない、
子どもの人権を尊重する家庭
教育を促進します

 28. 「女らしさ、
男らしさ」にとら
われず、子どもの
人権を尊重した子
育てや家庭教育を
しましょう

・男女共同参画学習講座･ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」、啓発冊子の発行 ＜再掲＞

 人権文化課

 地域教育振興課

 27. 男女共同参画について考
える学習や催し等の内容、手
法を工夫し、男性の参加促進
を図ります

（４）男女共同参画についての学習への男性の参加の促進

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照）＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの実施
平成14年度 延べ 400人参加
平成15年度 延べ 600人参加
平成16年度 延べ 530人参加
平成17年度 延べ 540人参加
平成18年度 延べ 350人参加
平成19年度 延べ 223人参加
平成20年度 延べ 262人参加
平成21年度 延べ 271人参加
平成22年度 延べ 283人参加

 27. 学習や催しに
男性が積極的に参
加できるよう働き
かけましょう

 人権文化課

小学校数 クラス数
14年度 10 13
15年度 11 14
16年度 12 14
17年度 11 12
18年度 12 12
19年度 12 12
20年度 24 70
21年度 24 67
22年度 24 65

児童対象ＣＡＰ

回数 参加者数
14年度 1 32
15年度 1 30
16年度 1 40

17年度 1 42

18年度 1 32
19年度 0 0
20年度 1 36
21年度 1 27
22年度 1 16

市民対象のＣＡＰ
（家庭教育ふれあいセミナー）
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14 17
15 17
16 17
17 17
18 16
19 16
20 14
21 35
22 21

14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061

14 2,039
15 1,963
16 2,120
17 1,748
18 1,684
19 1,631
20 1,668
21 1,482
22 1,518

 人権文化課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの開催 ＜再掲＞

（６）男女共同参画を推進する市民活動への支援

 29. 女性と男性がともに子育
てに関わる重要性について、
啓発します

 29. 男女がともに
子育てをしましょ
う

こども室

・保育所だより、保護者懇談会等での啓発
公立保育所で月1回発行（各家庭単位）
平成14年度発行数　約23,000部
平成15年度発行数　約23,000部
平成16年度発行数　約23,000部
平成17年度発行数　約23,000部
平成18年度発行数　約21,500部
平成19年度発行数　約21,500部
平成20年度発行数　約18,500部
平成21年度発行数　約16,560部
平成22年度発行数　約14,620部

 人権文化課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞

 30. 男女共同参画を考える催
しや学習などの市民企画によ
る実施を推進します
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14 2,139
15 2,063
16 2,220
17 1,848
18 1,787
19 1,743
20 1,773
21 1,537
22 1,518

14 64
15 101
16 195
17 132
18 111
19 164
20 137
21 130
22 126
14 662
15 751
16 765
17 845
18 860
19 866
20 898
21 786
22 892

 32. 男女共同参画を考えるつ
どい等の催し、学習講座等開
催時の一時保育実施を推進し
ます

 31. 男女共同参画を考える催
しは、演劇・音楽、絵画・写
真などの市民からの作品展示
を含めて内容、方法に工夫を
します

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの開催 ＜再掲＞
・男女共同参画表現イベント
　　平成14年度　人形劇「みんなだ～いすき」
　　平成15年度　人形劇「大人になったたら何になる」
　　平成16年度　演劇「三途の川に渡し場で」
　　　　　　　　　　～死ぬときは一人と早くから決めておく～
　　平成17年度　人形劇「みんなともだち」
　　平成18年度　ひとり芝居
　　　　　　　　「学校へ行きたいねん！～ただ、愛してほしいだけ～」
　　平成19年度　ふらっとライブ＆ビデオ＆トーク「ゆらりゆらゆら」
              　ひとり芝居「陽炎」
    平成20年度　語り芝居「纏足（てんそく）物語」
　　　　　　　　　～なぜ少女は足を小さくしたのか～
　　　　　　　　「ココロに種まきワークショップ」
　　　　　　　　　～墨と筆で描く絵ことばはがきづくり～
    平成21年度　大人向けのひとり人形芝居
                「主婦の叫びシリーズ」
                  ～いつもがんばっている主婦に～
　※平成22年度　男女共同参画学習講座と統合

・市主催事業での一時保育の実施
平成14年度  6課
平成15年度  8課
平成16年度 10課
平成17年度 10課
平成18年度 10課
平成19年度　9課
平成20年度　9課
平成21年度　8課
平成22年度　7課

 32. 一時保育の実
施に市民も協力し
ましょう

 人権文化課

・講座時一時保育実施事業

 人権文化課

 31. 男女共同参画
をめざす演劇・音
楽、絵画・写真等
の市民活動に積極
的に参加・参画し
ましょう

関係各課
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目標Ⅱ　男女共同参画社会実現のための意識づくり
課題２．　男女共同参画の視点にたった乳幼児期からの男女平等教育の推進　 (単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

市民・地域社会、
企業の役割

（１）市立の幼稚園・保育所等における男女平等教育の推進

  33. 男女平等な保育･教育を
進めるための指導方法やカリ
キュラムについて見直し、改
善に努めます

学務課

こども室

・男女平等な指導方法やカリキュラムを行事や日常保育の中で、男女に関係な
く一人ひとりの個性を大切に育てるように努めている（混合名簿も実施済）

・幼稚園教育研究会において指導方法やカリキュラムについて研究･検討

施策の方向

 33. 男女共同参画
の視点での保育・
教育に協力しま
しょう

行政の役割（具体的取組）

 34. 男性の幼稚園教員や保育
士の配置の推進に努めます

（２）市立の小・中学校における男女平等教育活動の推進

・男女平等教育推進について指導

人事室

 35. 全教科・領域において男
女平等教育を推進します

・男性教諭・保育士の配置促進

 35. 学校等の男女
平等学習、取り組
みを家庭や地域で
も理解し、進めま
しょう教育指導課
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 569
15 458
16 412
17 486
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 569
15 458
16 412
17 486
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 569
15 458
16 412
17 486
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 36. 市立の小・中学校での男
女混合名簿の実施を推進しま
す

・混合名簿実施の推進
平成14年度 小･11/26．中･4/12（15年4月1日現在）
平成15年度 小･12/26．中･5/12（16年4月1日現在）
平成16年度 小･13/24. 中･6/12（17年4月1日現在）
平成17年度 小･22/24. 中･7/12（18年4月1日現在）
平成18年度 小･23/24. 中･11/12（19年4月1日現在）
平成19年度 小･23/24. 中･11/12（20年4月1日現在）
平成20年度 小 24/24  中 11/12（21年4月1日現在）
平成21年度 小 24/24  中 11/12（22年4月1日現在）
平成22年度 小 24/24  中 12/12（23年4月1日現在）

・性教育副読本「ほほえみ」の活用

 39. ＨＩＶ／エイズや性感染
症に関する正しい理解の浸透
に努めます

（３）市立の小･中学校における人権尊重に基づいた性教育の推進

教育指導課

 37. 性教育は人間の生き方に
直接かかわってくる問題なの
で、児童･生徒の自尊感情の確
立が図られるよう指導に努め
ます

 38. 性教育を通じて児童･生
徒の性的自己決定力を高めら
れるよう留意し、指導内容、
指導方法、教材等の研究を進
めます 教育指導課

・性教育副読本「ほほえみ」の活用＜再掲＞

 37. 家庭や地域で
も児童･生徒がお互
いを大切にする性
教育に協力します

 36. 男女混合名簿
について関心をも
ち男女共同参画の
視点で働きかけま
しょう

教育指導課

・性教育副読本「ほほえみ」の活用＜再掲＞

教育指導課
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14 30
15 125
16 145
17 135
18 130
19 100
20 70
21 60
22 20

 40. 教職員を対象とする人権
尊重の視点からの性教育研修
の充実を図ります

・子どもの虐待とドメスティックバイオレンス、スクールセクシャルハラスメ
ントについて、研修を実施した。
教育研修講座・子どもの虐待研修

教育研修センター

教育研修講座・子どもの虐待研修
平成16年度

参加人数

元(財)日本ﾕﾆｾﾌ協会関西事務所長
浜田　進一さん

箕面市立第一中学校　教諭
尾澤　るみ子さん

教育研修ｾﾝﾀｰSV臨床心理士 （6回連続）

村上　慶子さん 延べ114人
大阪府子どもサポートグループ顧問弁護士

峯本　耕治　さん

平成17年度

参加人数
エンパワメントセンター

森田　ゆりさん

茨木市立北陵中学校教諭
倉重　啓子さん

教育研修ｾﾝﾀｰSV臨床心理士 （6回連続）

村上　慶子さん 延べ48人

大阪府子どもサポートグループ顧問弁護士

｢子どもをまもるために」 峯本　耕治　さん
平成18年度

参加人数

3回

延べ81人
4回

延べ48人

平成19年度
参加人数

3回

延べ119人
4回

延べ52人

平成20年度
参加人数

3回

延べ105人
2回

延べ102人

平成21年度
参加人数

大阪府教育委員会主任指導主事

「子どもの人権」 中野　澄　さん

大阪府教育センター指導主事

「性教育」 北野　久美子　さん

大阪府教育センター指導主事

北野　久美子　さん

寝屋川市スクールソーシャルワーカー 3回

社会福祉士　佐々木　千里　さん 延べ138人

平成22年度

参加人数
立命館大講師　市スクールソーシャルワーカー

佐々木　千里　さん

大阪府教育センター指導主事
「セクシャルマイノリティについて」 稲垣　靖　さん

大阪府教育センター指導主事

古谷　秋雄　さん
大阪府教育センター　人権教育室長

溝口　千鶴　さん
立命館大講師　市スクールソーシャルワーカー

佐々木　千里　さん

人権教育研修 大阪府教育委員会スーパーバイザー

学校カウンセラー養成研修

37人
藤井　光正　さん

25人

86人

－虐待を見抜く方法－

研修題目

｢子どもをまもるために」

講　師

大阪府教育委員会スーパーバイザー

講　師

222人

60人

研修題目 講　師

子どもの人権研修

性教育研修

子どものエンパワメント

33人

43人

学校カウンセラー養成研修

人権教育研修

研修題目

23人

22人

養護教諭研修

「子どもの人権」

中級

人権教育研修

研修題目

「性教育」

中級

ケース会議のコーディネート

人権教育研修

人権教育研修

性教育研修

「性教育」
ケース会議のコーディネート

養護教諭研修

学校カウンセラー養成研修

「子どもの人権」

学校カウンセラー養成研修
社会福祉士　佐々木　千里　さん

大阪府教育委員会指導主事

臨床心理士

49人
寝屋川市スクールソーシャルワーカー
社会福祉士　佐々木　千里　さん

弁護士　峯本　耕治　さん

講  師

村上　慶子　さん

箕面市立第一中学校教諭

寝屋川市スクールソーシャルワーカー

尾澤　るみ子　さん

研修題目 講  師

44人
「子どもの人権」 弁護士　峯本　耕治　さん

村上　慶子　さん

ケース会議のコーディネート 寝屋川市スクールソーシャルワーカー

社会福祉士　佐々木　千里　さん

講  師

村上　慶子　さん

寝屋川市スクールソーシャルワーカー

臨床心理士

人権教育研修 箕面市立第六中学校教諭
61人

「性教育」 尾澤　るみ子　さん

研修題目

社会福祉士　佐々木　千里　さん

人権教育研修「体罰・セクシャ
ルハラスメント防止」研修

27人

学校カウンセラー実践研修 臨床心理士

人権教育研修
48人

人権教育研修
18人

人権教育研修
44人

「体罰防止」

「気になる子どもへの支援」
研修

研修題目

「学級の気になる子への支援」

講  師
夏季二日研修：人権教育研修

125人

人権教育研修
45人

人権教育研修
38人

「セクシャル・ハラスメント防止」

3年目研修
151人

「気になる子どもへの支援」研修
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14 30
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 30
15 35
16 25
17 30
18 5
19 5
20 5
21 10
22 20

・異文化共生研修
14年度　「異文化共生の保育について」 講師　大阪国際女子大学　谷口正子氏
参加者40人
15年度以降　チャイルドネット人権保育教育講座や大阪保育子育て人権研究集
会等に参加
21年度「国際理解教育」研修の実施

教育研修センター

 41. 市立の保育所、幼稚園、
小・中学校の保育者、教員を
対象とする男女共同参画の視
点にたった保育・教育の研修
を実施し、充実を図ります

こども室

・違いを互いに認め合う共存社会の実現という視点から、男女平等教育の在り
方について研修を実施した。
人権教育研修講座・男女平等教育研修
人権教育研修講座・国際理解教育研修　　　　参加者　72名

（４）教職員、保育者による男女共同参画の教育･保育運営活動の推進

人権教育研修
平成16年度

参加人数
大東市立四条小学校　教諭

「男女平等教育」 NPO法人　地域生活サポートネット　ほうぷ社 12人
中川　優子　さん
元(財)日本ﾕﾆｾﾌ協会関西事務所長

浜田　進一さん
平成17年度

参加人数

大阪府教育センター指導主事
「男女平等教育」 神村　早織さん

同志社女子大学教授
藤原　孝章さん

平成18年度
参加人数

平成19年度
参加人数

平成20年度
参加人数

平成21年度
参加人数

平成22年度

参加人数

31人

人権教育研修
39人

23人
「国際理解教育」 林　美帆　さん

人権教育研修 大阪府教育センター指導主事
20人

「男女平等教育」

9人

64人

研修題目 講　師

45人

「国際理解教育」

27人
「国際理解教育」 浜田　進士　さん

講  師

人権教育研修
研修題目

聖和大学助教授

参加体験型の国際理解

研修題目

教育

浜田　進士　さん

人権教育研修
「男女平等教育」

大阪府教育センター指導主事

「国際理解教育」

人権教育研修

講　師
人権教育研修

研修題目

山本　有美子　さん

26人

講　師

人権教育研修

研修題目

講  師
人権教育研修 大阪府教育センター指導主事

聖和大学准教授

研修題目

大阪府教育センター指導主事
「男女平等教育」 山本　有美子　さん

人権教育研修

30人
「男女平等教育」 山本　有美子　さん

39人
「男女平等教育」 稲垣　靖　さん

聖和大学准教授
20人

「国際理解教育」 浜田　進士　さん

講  師

人権教育研修 大阪府教育センター指導主事

人権教育研修

研修題目

27人
「国際理解教育」 林　美帆　さん

財団法人公害地域再生センター研究員

講  師

北野　久美子　さん

人権教育研修 財産法人公害地域再生センター研究員
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

学務課

学務課

・男女平等教育推進のための指導方法・カリキュラムの研究・検討

・女性教員の管理職選考試験への受験の奨励促進 42. 女性教員の管理職への登
用を図ります

・幼稚園の混合名簿・混合整列等の実施（６園)

 42. 女性教員の管
理職登用につい
て、理解を深めま
しょう

学務課

女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計
Ｈ15 382 141 523 4 22 26 1 25 26
Ｈ16 395 138 533 3 23 26 3 23 26
Ｈ17 393 149 542 2 22 24 3 21 24
Ｈ18 387 151 538 2 22 24 4 20 24
Ｈ19 394 162 556 1 23 24 4 20 24
Ｈ20 400 169 569 2 22 24 1 23 24
Ｈ21 398 169 567 2 22 24 2 22 24
Ｈ22 396 172 603 2 22 24 5 19 24

女 男 合計 女 男 合計 女 男 合計
Ｈ15 124 172 296 0 12 12 0 12 12
Ｈ16 138 168 306 0 12 12 0 12 12
Ｈ17 139 160 299 0 12 12 1 11 12
Ｈ18 136 169 305 0 12 12 1 11 12
Ｈ19 142 169 311 0 12 12 1 11 12
Ｈ20 140 170 310 1 11 12 1 11 12
Ｈ21 137 157 294 1 11 12 1 11 12
Ｈ22 139 152 359 1 11 12 0 12 12

中学校

教員数 校長数 教頭数

教員数 校長数
小学校

教頭数

24



14 1,104
15 1,131
16 950
17 950
18 900
19 900
20 900
21 900
22 900

14 50
15 50
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 0
20 0
21 0
22 0

（６）私立の小・中学校・幼稚園・保育所等における男女平等教育の推進

 45. 私立の小・中学校・幼稚
園・保育所等へ、男女平等の
意識づくりを進めるために、
情報提供に努めます

・情報提供を図るよう努めた

 人権文化課

（５）保護者との連携、男女共同参画のための啓発の推進

 44. 市立校園のＰＴＡ研修に
男女共同参画の視点にたった
研修を行うよう働きかけます

 地域教育振興課

・ＰＴＡ研修を実施
　平成14年度　２月24日　生活指導委員会　委員研修会「ＣＡＰ研修」
　平成15年度　１月20日　成人教育推進委員会「ＣＡＰ　大人のワークショッ
　　　　　　　　　　　　プ～子どもへの暴力防止プログラム」
　平成16～22年度　市主催の研修等への参加を働きかけ、多くの方が積極的に
　　　　　　　　　研修に参加した

・ＰＴＡ会長女性比率
　平成14年度　幼7/9. 小6/26. 中3/12
　平成15年度　幼7/9. 小4/26. 中2/12
　平成16年度　幼8/9. 小5/26. 中2/12
　平成17年度　幼6/9. 小3/24. 中2/12
　平成18年度　幼8/9. 小3/24. 中1/12
　平成19年度　幼7/9. 小3/24. 中1/12
　平成20年度　幼8/9. 小3/24. 中3/12
　平成21年度　幼8/8. 小3/24. 中1/12
  平成22年度　幼6/6. 小3/24. 中0/12

 地域教育振興課

 43. 男女ともＰＴ
Ａ活動に男女共同
参画の視点にたっ
た研修会を企画
し、積極的に参加
しましょう

 43. 市立校園のＰＴＡ活動へ
男女の積極的な参画を働きか
けます
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目標Ⅱ　男女共同参画社会実現のための意識づくり
(単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061

14 56
15 81
16 0
17 50
18 50
19 50
20 50
21 50
22 50

47. 市がモデル職
場となるよう提言
を行いましょう

企業など事業所
は、市をモデル職
場としていきいき
働ける職場づくり
を進めます

課題３.　慣習・慣行の見直しと男女の固定的役割分業の解消

 46. 身近なところ
での慣習や慣行に
ついて、その歴史
的背景や男女共同
参画の視点に立っ
て見直しについて
地域で学習する機
会をもちましょう

 人権文化課

 47. 市が男女が対等なパート
ナーとして働けるモデル職場
となるよう研修や情報提供を
充実します

 46. 慣習や慣行の歴史的な経
過や背景について、研究調査
を行い、男女共同参画の視点
に立って見直しについて働き
かけます

・各部ＯＪＴ研修
・職員元気プロジェクトチーム研修（平成15年度終了）
・男女共同参画推進本部幹事・実務担当者合同研修

 人権文化課

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

（２）働く場での意識づくり

（1）男女共同参画の視点に立っての慣習・慣行の見直し
・市史編纂における慣習・行事等の調査・研究

・慣習･行事の調査研究

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞

文化スポーツ振興課

 中央図書館
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目標Ⅲ　男女の働く権利の確立と保障
課題1.　男女の働く権利の確立と就労への支援 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 773
15 247
16 208
17 208
18 208
19 225
20 225
21 225
22 225

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 産業振興室

・国･府の啓発物の配布（リーフレット、チラシ、冊子等を配布し情報提供に努
めた）

・情報誌「ルュミエール」での情報提供 ＜再掲＞

・国･府の啓発物の配布（リーフレット、チラシ、冊子等を配布し、情報提供に
努めた）

 48. 男女とも社会
的性別(ジェン
ダー)にとらわれな
い労働観を養いま
しょう

（２）労働の基本的権利に関する情報の提供

 49. 固定的な性別役割分担意
識にとらわれず、働く女性・
男性のモデルの情報提供を図
ります

 50. 広報紙や啓発冊子を通じ
て、労働の基本的権利に関す
る情報提供に努めます

 50. 労働の基本的
権利について学び
ましょう

 人権文化課

 産業振興室

市民・地域社会、
企業の役割

（１）学校や社会教育を通じた、あらゆる世代の女性と男性に対する男女平等な労働観教育の実施

 48. 学校、家庭、地域におい
ても社会的性別（ジェン
ダー）にとらわれない就労意
識をもてるような指導を進め
ます 教育指導課

・男女平等の視点にたった進路指導の研究

行政の役割（具体的取組）
施策の方向
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 1,935
15 1,893
16 0
17 821
18 0
19 809
20 0
21 420
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

（４）就職機会に関する情報の提供

・国･府の啓発物の配布、ハローワークの求人情報の提供

 人権文化課

 53. 関係諸機関と連携し、就
職機会に関する各種情報の資
料ＰＲ、求人フェア情報を定
期的に提供します

53. 就職をめざし
ている人は、就職
機会に関する情報
の把握に努め、経
済的自立を目指し
ましょう

・国･府の啓発物の配布（リーフレット、チラシ、冊子等を配布し、情報提供に
努めた）

 産業振興室

52.女性労働者が、妊娠、出産
等により、不利益をこうむら
ないよう、企業や事業主に対
して啓発に努めます

・リーフレット等での情報提供

 産業振興室

 産業振興室

（３）男女雇用機会均等法の普及

・｢広報ねやがわ｣への掲載、リーフレットでの啓発  51. 企業や事業主
は、労働基準法、
パートタイム労働
法、派遣労働法、
育児・介護休業法
などにおける労働
者の権利について
熟知し、法を遵守
します

企業や事業主は、
男女雇用機会均等
法を遵守します

人権文化課

 51. 「男女雇用機会均等法」
の普及に努め、市内の企業や
事業主に対して、募集・採
用、賃金、昇進・昇格、配置
などの男女平等な雇用条件の
確保に向けた啓発を進めます

・｢ひろげようしあわせの輪｣で情報提供 ＜再掲＞
  平成16年度より隔年発行（発行部数　10,000部 公共施設等に配置）
・寝屋川事業所人権推進連絡会（市内企業101社加盟）への情報提供
・「広報ねやがわ」への掲載、リーフレットでの啓発
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目標Ⅲ　男女の働く権利の確立と保障
課題２．　男女労働者の就労継続支援と働く環境の整備　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 773
15 247
16 208
17 208
18 208
19 225
20 225
21 225
22 225

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 773
15 247
16 208
17 208
18 208
19 225
20 225
21 225
22 225

 人権文化課

・情報誌「ルュミエール」での情報提供 ＜再掲＞

 54. 関係諸機関と連携して、
企業や事業主、市民に向けて
育児・介護休業制度に関する
情報を提供し、啓発に努めま
す

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

（１）育児・介護休業制度に関する啓発

 54. 企業や事業主
は、男女とも育
児・介護休業がと
れるような環境を
整えます

 55. 男女ともに仕事と家庭・
地域活動の両立を図ることが
できるように、企業や事業主
に対して労働時間の短縮、休
業制度の運用を促す啓発を進
めます

 55. 企業や事業主
は、労働者が仕事
と家庭・地域活動
の両立が図れるよ
うに努めましょう

 人権文化課

 産業振興室

・情報誌「ルュミエール」での啓発 ＜再掲＞

・国･府啓発物配布

（2）労働時間の短縮に関する啓発

・国･府啓発物配布
・広報ねやがわへの掲載

 産業振興室
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目標Ⅲ　男女の働く権利の確立と保障
課題３.　多様な就労形態への支援 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 2,486
18 2,436
19 2,642
20 2,002
21 1,962
22 2,635
14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 産業振興室

 人権文化課

施策の方向

・国･府啓発物配布（情報提供）

（1）女性の再就職や就労継続への支援

 57. 企業・事業主
は再就職をめざす
女性を積極的に雇
用しましょう

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞

 産業振興室

 56. 再就職をしようとする女
性への支援のため、就労能力
形成の講座や再就職準備講座
等の実施をします

 56. 再就職をめざ
す女性は、さまざ
まな機会を捉え起
業に必要な知識・
技能を習得しま
しょう

 57. 資格習得や就職に関する
情報を提供します

 58. 能力向上や資格習得など
就労継続への支援制度の啓発
に努めます

・情報提供
・平成15・16年度「パート教室」（ハローワークと共催、年1回）の開催
・平成15年度「寝屋川市雇用・就労支援計画」の策定
・平成15年度  就労支援センターの開設（就労相談の実施）
・三市合同就職面接会の継続実施
・平成16年度  就労相談(週3回)の開設
・平成20年8月から就労相談（週2回）に変更

 産業振興室

・就労支援（情報提供）

行政の役割（具体的取組） 市民・地域社会、
企業の役割
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

（3）女性の就労実態の把握

（２）労働に関する男女雇用機会均等法等の普及

 産業振興室

 59. 労働基準法、
パートタイム労働
法、派遣労働法、
家内労働法など労
働関連法について
学習し、労働者の
権利について理解
を深めましょう

・国･府啓発物配布（情報提供）

 60. 事業主や企業
は労働関係の調査
に協力しましょう

 60. 多様な雇用形態に関する
実態調査の方法を検討します

 産業振興室

 59. パートタイム労働、派遣
労働、家内労働などで働く女
性の労働条件向上にむけて、
労働基準法、パートタイム労
働法、派遣労働法、家内労働
法などの普及、周知徹底に努
めます

・「広報ねやがわ」への掲載
・平成15年度：ハローワークとの共催による「パート教室」の開催
             （参加者　女性38人）
・平成16年度：ハローワークとの共催による「パート教室」の開催
             （参加者　女性48人）
・平成17年度：産業振興センター改修のため実施せず
・平成18年度：「労働何でも相談」、「ミニセミナー」の実施（24人）

 産業振興室

・農業振興ビジョン、商業活性化ビジョンの実現に向けた各種取組みの中で実
態把握の検討
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 4,490
19 4,440
20 4,940
21 4,760
22 4,740
14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 62. 商工関係団体との情報交
換に努めます

・国･府啓発物配布（情報提供）
・創業支援セミナーの開催（女性に限定せず）
・ビジネススタートオフィスの提供
・経営相談（週３回）

 産業振興室

・情報提供

 人権文化課

（４）起業に関する情報の提供

 産業振興室

 61. 起業をめざす
女性は、さまざま
な機会を捉え、起
業に必要な知識・
技能を習得しま
しょう

 61. 起業をめざす女性に対し
て、必要な知識や手法に関す
る情報提供、相談や学習機会
の提供を行います

・リーフレットでの情報提供
・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施＜再掲＞
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目標Ⅲ　男女の働く権利の確立と保障
課題４.　労働に関する相談体制の整備 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

行政の役割（具体的取組）

 64. セクシュア
ル・ハラスメント
のない職場環境づ
くりに努めます

施策の方向

 人権文化課

（２）セクシュアル・ハラスメントの防止

・情報提供の推進

 63.市民は労働に
関する相談窓口を
活用しましょう

市民・地域社会、
企業の役割

・国・大阪府及び、労働関係機関が実施する労働相談への誘導

 人権文化課

 64. セクシュアル・ハラスメ
ントの防止に関する啓発に努
めます

（1）労働に関する相談窓口の設置

 産業振興室

 63. 労働に関する相談窓口を
設置し、その充実を図ります

・パートタイム労働相談（月1回）
　平成14年度 22件
　平成15年度 22件
　平成16年度　6件
　平成17年度  7件
　平成18年度より、労働相談の廃止により、国・大阪府及び、労働関係機関が
実施する労働相談への誘導
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 人権文化課

・関係機関の情報提供の推進

・就労相談の継続実施をはじめ、国・大阪府及び、労働関係機関が実施する労
働相談への誘導

 65. 労働基準局、職業安定所
(ハローワーク)等、関係機関
との連携を図りながら、情報
を収集し、提供に努めます

 産業振興室

（３）関係機関との連携
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目標Ⅲ　男女の働く権利の確立と保障
課題５.　行政内部における男女平等の推進 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 791
15 1,022
16 876
17 747
18 989
19 1,043
20 1,303
21 2,140
22 2,005

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 791
15 1,022
16 876
17 747
18 989
19 1,043
20 1,303
21 2,140
22 2,005
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 67. 女性職員の職域拡大に努
めます

 66. 男女雇用機会均等法に
のっとった募集・採用を行い
ます

・男女雇用機会均等法にのっとった採用試験の実施

人事室

 66. 企業や事業主
は行政と同様に男
女雇用機会均等法
にのっとった募
集、採用を行いま
す

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

（1）採用・配置における男女平等の推進

 69. 企業や事業主
も、職場の配属・
配置において一方
の性に偏らないよ
うにしましょう

 67. 民間の事業体
においても女性の
職種・職域拡大に
努めましょう

・職種･職域拡大の研究･実施

人事室

人事室

 68. 保育士、幼稚
園教員、看護師、
保健師などの職域
に男性も積極的に
応募しましょう

 68. 保育士、幼稚園教員、看
護師、保健師などの職種への
男性の応募者の増加に努めま
す

・男女平等な配置･配属の研究･実施

・男女雇用機会均等法にのっとった採用試験の実施

 69. 職員の配属・配置におい
て、一方の性に偏らないよう
努めます

人事室

大学卒
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

申込者 337 663 580 521 316 124 283 263
内女性 123 161 150 127 75 32 81 74

受験者 274 534 435 373 248 98 223 219
内女性 95 137 110 91 63 23 66 60

採用者 14 14 14 18 15 11 24 24
内女性 5 7 5 6 6 3 10 10

短高卒
H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

申込者 32 114 70 68 48 29 32 30
内女性 18 60 35 27 18 11 18 19

受験者 28 100 55 60 39 24 28 25
内女性 16 52 27 23 16 8 16 19

採用者 2 2 2 2 2 3 2 3
内女性 1 1 2 2 1 1 1 3
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14 3,714
15 2,991
16 3,170
17 2,314
18 2,945
19 2,599
20 2,620
21 2,858
22 2,743

14 50
15 50
16 50
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

・職場派遣研修の実施
　平成14年度　131講座　223人参加
　平成15年度　120講座　215人参加
　平成16年度　111講座　175人参加
　平成17年度  119講座　192人参加
　平成18年度   75講座　107人参加
　平成19年度　 81講座　112人参加
　平成20年度　105講座　156人参加
  平成21年度　141講座　170人参加
  平成22年度　133講座　203人参加

・新規採用職員研修「男女共同参画社会を目指して」実施

人事室

（２）市職員の研修の充実

人事室

 70.　男女共同参画に関する
研修を充実します

・人権研修「女性職員とプロ意識」実施 ＜再掲＞
・人権研修「女性職員の能力発揮」実施（平成17年度よりテーマ変更）＜再掲
＞

 71. 女性職員の能力向上を図
るための研修を行います

年度

H22 平成22年4月8日(木） 人権文化課
新規採用職員39人

うち女性17人

H20

H21 平成21年4月2日(金） 人権文化課
新規採用職員24人

うち女性12人

平成20年4月3日(木）

参加人数日　　時 講　　　師

うち女性11人

平成19年4月5日(木）H19

人権文化課
新規採用職員23人

うち女性12人

新規採用職員24人
男女共同参画課

年度

H21 平成22年2月16日(火）
男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

H22 平成23年2月9日(水）
男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

うち女性13人

うち女性20人

うち女性13人

41人

うち女性12人

H19

H20 平成21年2月9日(月）

平成20年2月14日(木）

H17

H18

男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

平成16年12月7日(金）

平成17年12月13日(火）
男女共同参画推進センターアドバイザー

H16

38人

坪井　眞規子　さん 

男女共同参画推進センターアドバイザー

56人

37人

うち女性36人

50人

うち女性21人

平成19年1月18日(木）

男女共同参画推進センターアドバイザー

坪井　眞規子　さん 

60人

うち女性27人

男女共同参画推進センターアドバイザー 60人

坪井　眞規子　さん 

参加人数

68人

うち女性28人

坪井　眞規子　さん 

男女共同参画推進センターアドバイザー

平成15年12月12日(金）

日　　時 講　　　師

桂　容子　さん
H15
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目標Ⅳ　女性と男性の職業生活と家庭・地域生活の両立支援
課題1.　男女共同参画の子育て支援の促進 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 7,994
15 10,422
16 10,951
17 13,074
18 11,882
19 17,452
20 17,603
21 20,488
22 7,585

14 0
15 0
16 0
17 0
18 873
19 880
20 1,003
21 1,041
22 871

14 14,076
15 14,038
16 16,173
17 15,712
18 15,930
19 15,120
20 15,660
21 13,680
22 14,760

・地域子育て支援事業

 74. 一時的保育事業等を実施
する保育所の拡充を図ります

 73. 地域交流活動
に積極的に参加し
ましょう

 74. 一時保育等の
拡充を図るために
協力しましょう

こども室

・一時保育事業
　平成14年度　7,820人　（民間４保育所で実施）
　平成15年度　8,939人　（民間４保育所で実施）
　平成16年度　9,913人　（民間５保育所で実施）
　平成17年度　9,431人　（民間５保育所で実施）
　平成18年度　8,451人　（民間６保育所で実施）
　平成19年度　9,090人　（民間６保育所で実施）
　平成20年度　8,430人　（民間６保育所で実施）
  平成21年度　6,735人　（民間６保育所で実施）
  平成22年度　6,487人　（民間６保育所で実施）
・21年度から特定保育の実施

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

こども室

（１）子育て支援の充実

・地域交流事業（広場・赤ちゃん教室・体験講座・所庭開放など）
・保育相談（入所相談・育児相談）
 
 保育相談（入所相談・育児相談）     　　   地域交流事業
　　平成14年度　1,376件　　　　　　　　　　　　　延べ　11,777人
　　平成15年度　1,321件                          延べ　 8,132人
    平成16年度　1,127件　　　　　　　　　　　　　延べ　10,135人
　　平成17年度　　893件　　　　　　　　　　　　　延べ　 8,912人
　　平成18年度　1,145件　　　　　　　　　　　　　延べ 　8,525人
　　平成19年度　1,292件　　　　　　　　　　　　  延べ 　8,322人
　　平成20年度　1,275件　　　　　　　　　　　　　延べ 　8,876人
    平成21年度　1,105件　　　　　　　　　　　　　延べ 　7,766人
　  平成22年度　　752件　　　　　　　　　　　　　延べ　 6,572人

 72. 「こどもセンター」事業
の推進を図り、多様な年代の
男女が参画できるような地域
の育児グループの育成、子育
てネットワークの支援に努め
ます

 72. 地域の子育て
ネットワークに子
育て期の親だけで
なく、多様な年代
の男女が参加・参
画しましょう

こども室

 73. 市立保育所等で行ってい
る地域交流活動の充実を促進
します

サークル数 活動回数 育児講座 参加世帯数

H14 34 93 17 293

H15 8 132 17 302

H16 11 136 25 444

H17 10 136 38 771

H18 17 152 44 751

H19 19 129 48 635

H20 10 103 50 689

H21 8 81 50 608

H22 10 55 41 638
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14 4,711
15 3,311
16 2,811
17 7,513
18 9,984
19 5,221
20 4,859
21 4,679
22 522
14 0
15 0
16 0
17 90
18 130
19 880
20 321
21 383
22 348

14 81,776
15 82,359
16 83,174
17 86,786
18 91,687
19 91,861
20 134,973
21 275,897
22 308,704
14 168,539
15 180,317
16 218,848
17 214,748
18 221,674
19 232,865
20 249,227
21 137,717
22 117,441

・保育所（園）、子育て支援センター等で子育て相談の実施、情報提供の充実
を図った
・家庭児童相談室の相談機能の充実を図った
・「ねやがわ子育てナビ」の冊子、ホームページで、総合的な子育て情報を提
供した
（平成20年度アクセス件数　12,600件）
（平成21年度アクセス件数　10,590件）
（平成22年度アクセス件数　11,663件）

こども室

（２）男女が子育てと仕事を両立させるための支援

 78. 放課後の児童
育成について理解
し、地域住民も協
力しましょう

社会教育課

こども室

 77. 産休あけ保育、育休あけ
保育、病児・病後児保育、夜
間保育、保育時間の延長等働
く男女の多様な保育需要に対
応する保育体制の整備を継続
して進めます

 77. 働く男女の子
育てと仕事の両立
への理解を深めま
しょう

こども室

 78. 留守家庭児童会等の放課
後の児童育成に努めます

75.ファミリー・サポート・セ
ンター事業の充実を促進しま
す

・支援活動の充実に向け、広報等の工夫により、提供会員数の拡大と提供会員
の質の向上を目指した。会員獲得については、個別・地域性等の配慮も視野に
入れるなど検討工夫を行った。

76.子どもと子育てに関する相
談機能や情報提供の充実を図
ります

・産休あけ(全保育所)､育休あけ(ほぼ希望どおり)､
・病児、病後児保育（2か所）・体調不良児対応（9か所）
・夜間(1か所）
・延長保育(全保育所)の充実。

・留守家庭児童会事業(保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校１年生
から３年生の児童に、学校の放課後及び長期休業日等に適正な遊びや生活の場
を提供することにより、児童の健全な育成を図る。）
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14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 619
15 617
16 638
17 488
18 462
19 400
20 380
21 21
22 132

 人権文化課 

・子育て支援センター等で男性の保護者を対象とした講座やイベントを実施
  10月　「お父さんと遊ぼう」開催（こどもセンター）
  年２回「パパと一緒に遊ぼう」開催（たんぽぽ保育所子育て支援センター）
  月１回父親向けの講座を実施（つどいの広場ゆう）

こども室

・文化講座のひとつとしてエスポアール及び教育センターで男性料理講座を実
施
※平成21年度より指定管理者で実施

社会教育課

79.子育てなどの家庭生活へ男
性の参画が進むよう、働き方
や、固定的な性別役割分担意
識の見直しを進めるための意
識啓発と、男性が実践的な知
識や技術を身につけるための
講座などの実施に努めます

（３）子育てなど男性の家庭生活への参画の促進

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
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14 0
15 0
16 39
17 196
18 250
19 50
20 40
21 50
22 3,578

14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

（4）児童虐待防止に向けての対策の充実

80. 市民は児童虐
待の通告義務があ
ることの認識をも
ちましょう

・広報紙等の発行等 ＜再掲＞

広報広聴課

・リーフレット、チラシ等による情報提供

80.児童虐待防止のために児童
虐待の通告義務などについて
必要な広報活動に努めます

 人権文化課 

・「児童虐待防止月間」の取り組みの一環として、市広報(11/1号)に「児童虐
待の防止について」の記事を掲載
・児童虐待防止の啓発・広報活動（要保護児童対策地域協議会主催研修実施）
　平成19年度「子育て中のおかあさん、ひとりで悩まないで」
　　　　　　講師　大阪人間科学大学社会福祉学科　三宅芳宏教授
　　　　　　参加人数84人
　平成20年度「児童虐待対応における関係機関の連携のあり方について」
 　　　　　 講師　日本子ども家庭総合研究所子ども家庭福祉研究部
　　　　　　　　　山本恒雄部長　参加人数161人
  平成21年度「児童虐待の基本的知識と関係機関の役割・連携について」
　　　　　　講師　和歌山県立医科大学
　　　　　　保健看護学部教授　山田和子　　参加人数104人
  平成22年度10月　職員向け「児童虐待防止のための職員研修」
　　　　　　講師　関西学院大学大学院人間福祉研究科教授　才村純
　　　　　　　　　参加人数97人
　　　　　　11月　市民向け「子どもの虐待を地域から考える～住民と行政の
　　　　　　　　　協働による虐待防止の取組み～」
　　　　　　　　　NPO法人　くまとり子育ちWA・輪・和
　　　　　　　　　理事長　坂本百合　　　参加人数212人
　　　　　　11月　関係機関向け講習会「ネグレクト家族への支援」
　　　　　　　　　講師　西南学院大学人間科学部准教授 安部計彦
　　　　　　　　　参加人数264人
　　　　　　11月　児童虐待防止月間の寝屋川４駅駅前の街頭キャンペーン

こども室
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14 7,596
15 7,596
16 7,596
17 8,917
18 8,854
19 7,787
20 7,762
21 8,102
22 8,784

81.児童虐待の再発防止に向け
て虐待を行った保護者に対し
て関係機関と連携し、必要な
支援と情報提供を行います

・要保護児童対策地域協議会への参加
・相談業務

こども室

81. 児童虐待の事
実を知った場合、
すみやかに児童相
談所に連絡しま
しょう

相談件数 内虐待相談

H14 3,534 1,081

H15 4,009 644

H16 4,108 578

H17 4,735 2,356

H18 6,057 3,785

H19 9,105 6,360

H20 14,569 11,026

H21 13,635 10,267

H22 14,196 10,142
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目標Ⅳ　女性と男性の職業生活と家庭・地域生活の両立支援
課題２．　多様な家族への生活支援　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 1,291
15 1,225
16 1,562
17 1,370
18 1,265
19 1,272
20 1,142
21 1,081
22 1,061

14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 1,181
15 1,064
16 2,346
17 2,366
18 2,215
19 2,099
20 2,275
21 1,068
22 852

行政の役割（具体的取組）

 人権文化課

施策の方向

（１）多様な家族形態を認め合い、わかり合うための啓発活動の推進

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・男女共同参画表現イベント ＜再掲＞

 83. 多様な家族へのそれぞれ
のニーズに合った相談や情報
提供に努めます

広報広聴課

 82. 多様な家族形態を認め合
い、わかり合うための啓発活
動を行います

 83. 市の相談窓口
や情報の活用を図
るとともに、市民
相互の情報交換に
努めましょう

市民・地域社会、
企業の役割

（２）多様な家族への生活支援

・広報紙等の発行等 ＜再掲＞

・行政情報提供システム（市ホームページ） ＜再掲＞
行政情報システムの内、街頭端末・ＦＡＸによる情報提供を平成18年3月20日で
終了し、引き続き市ホームページに行政情報として公開

アクセス件数
平成14年度　186,758件
平成15年度　201,405件
平成16年度　337,986件（3カ国版を含む）
平成17年度　515,116件（　　　〃　　 ）
　　　　　　　＊街頭端末・ＦＡＸによる情報提供終了
平成18年度　628,815件（　　　〃　　 ）
平成19年度　710,140件（　　　〃　　 ）
平成20年度　198,330件（日本語情報をホームページへ統合、3カ国語版のみを
　　　　　　提供）
平成21年度　15,297件（10月29日より開始した自動機械翻訳システムの翻訳件
　　　　　　数）
平成22年度　37,466件（自動機械翻訳システムの翻訳件数）

 82. 多様な家族形
態について理解を
深め、認め合いま
しょう

広報広聴課
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14 8,120
15 8,144
16 8,055
17 8,054
18 8,059
19 8,057
20 8,057
21 8,147
22 8,178

14 4,001
15 3,474
16 6,033
17 2,421
18 4,708
19 8,956
20 6,654
21 22,744
22 33,526

84.ひとり親家庭の自立支援に
努めます

・ひとり親家庭の自立に向け、相談業務等の支援を充実させた
・母子家庭自立支援給付金事業
  高等技能訓練促進費給付　20件
  教育訓練給付　　　　　　 2件
・母子家庭等就業・自立支援事業
  パソコン資格取得講座受講者　　20名
  ビジネスコンピューティング検定
　2級合格者 5名　3級合格者 8名
・母子家庭等自立支援プログラム策定事業　　　17件
・相談件数　　　39件
・第二次母子家庭等自立促進計画策定に伴うアンケート調査

こども室

広報広聴課

法律相談 行政相談
登記・
測量相談

国税相談
不動産・
建築相談

相続・
遺言等相談

市政相談 総合市民相談

司法書士
宅地建物

取引主任者

土地家屋
調査士

建築士

H14 1,697 4 59 44 22 － 1,078 18
H15 1,714 18 48 31 25 － 1,174 10
H16 1,655 11 52 42 36 － 1,267 13
H17 1,645 19 47 37 32 26 1,348 13
H18 1,666 12 42 27 30 50 1,374 -
H19 1,612 18 35 36 28 44 1,537 -
H20 1,612 22 40 20 19 34 1,463 -
H21 1,637 21 37 22 14 39 1,405 -
H22 1,587 19 22 31 11 27 1,092 -

各種相談件数

弁護士

相談種別

相談員 行政相談委員 税理士

年
度

各専門
相談員

行政書士 市職員
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目標Ⅳ　女性と男性の職業生活と家庭・地域生活の両立支援
課題３.　地域活動への参加促進 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 796
15 247
16 208
17 208
18 208
19 225
20 225
21 225
22 225

14 5,973
15 5,779
16 5,908
17 5,881
18 5,811
19 6,249
20 6,354
21 6,184
22 6,250
14 6,683
15 5,813
16 5,921
17 5,937
18 6,175
19 5,655
20 10,295
21 9,278
22 9,258
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 人権文化課

（２）ボランティア活動等への参加促進と情報提供

 86. 地域の様々な
ボランティア活動
を行っている人や
グループのネット
ワーク化と活用を
図りましょう

ボランティア活動
を積極的に進めま
しょう

施策の方向

 85. 男性の職場優先の意識・
ライフスタイルを見直し、地
域活動への参加を促進するた
め情報提供に努めます

・情報誌「ルュミエール」・センターだより（Ｄｏふらっと）の発行 ＜再掲＞

 86. 多様なボランティア活動
を促進するために情報提供に
努めるとともに、ネットワー
ク化を促進します

・ふれあいプラザ香里事業　＜再掲＞

・市民活動センター事業　＜再掲＞

・ボランティア情報(収集･提供）

市民・地域社会、
企業の役割

（1）男性の地域活動への参加促進と情報提供

行政の役割（具体的取組）

 市民活動振興室

 市民活動振興室

 市民活動振興室

施設・機関 グループ 個人 計

H14 27 118 29 174
H15 33 142 44 219
H16 9 124 9 142
H17 9 150 0 159
H18 9 157 0 166
H19 9 171 0 180
H20 9 175 0 184
H21 9 179 0 188
H22 9 153 0 162

ボランティア情報登録数
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 5,973
15 5,779
16 5,908
17 5,881
18 5,811
19 6,249
20 6,354
21 6,184
22 6,250
14 6,683
15 5,813
16 5,921
17 5,937
18 6,175
19 5,655
20 10,295
21 9,278
22 9,258
14 2,012
15 4,159
16 3,748
17 2,904
18 3,628
19 3,497
20 6,814
21 2,461
22 2,084

 87. 企業、地域社
会は児童、生徒に
よる体験学習の機
会や場の提供に協
力しましょう

（３）NPO活動等への参加促進と情報提供

 市民活動振興室

・ＮＰＯ活動支援、パートナーシップの確立

・ふれあいプラザ香里事業 ＜再掲＞

・市民活動センター事業 ＜再掲＞

・体験学習実施（総合的な学習の時間など）
・情報の提供・指導

 87. 児童・生徒による体験学
習などへの取り組みを推進し
ます

 88. ＮＰＯ活動等を支援し、
情報提供を図るとともに、行
政とＮＰＯとの対等なパート
ナーシップの確立に努めます

 88. ＮＰＯ活動等
において行政との
協働を進めましょ
う

・ボランティア活動支援物品支給、市民公益活動災害補償保険（H20までは市民
活動災害保障保険）

 市民活動振興室

 市民活動振興室

全部局

教育指導課
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14 6,240
15 6,233
16 6,048
17 6,387
18 5,878
19 6,321
20 6,118
21 6,040
22 5,889
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 90. トイレなどあらゆる公共
的施設を整備し、建築物の建
築についても働きかけます

 90. 民間の公益的
施設においてもす
べての市民が社会
参加・参画ができ
るようにトイレな
どの整備を行うよ
う働きかけましょ
う

・地域活動での男女共同参画の促進

・福祉のまちづくり推進事業
　バリアフリー法及び、大阪府福祉のまちづくり条例に基づき指導

・公共的･公益的施設整備等への働きかけ
　平成15年度　寝屋川市駅西側広場公衆便所建設工事において
　　　　　　　①男女トイレにそれぞれベビーキープを設置
　　　　　　　②多目的トイレを併設し、ベビーベッドを設置（男女共用）の
　　　　　　　　設計・指導
　平成16～22年度　公共施設の改修時に指導を行った

建築営繕課

（４）地域活動への参加を促進するための環境づくり
 89. 地域活動など
の時間帯を拡大し､
様々な市民の積極
的な参加を可能に
しましょう 市民活動振興室

まちづくり指導課

・地域活動での男女共同参画の促進

 人権文化課

89. 地域活動に、様々な市民
が対等に、主体的に参加・参
画できるよう働きかけます
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目標Ⅴ　高齢者等が生きがいをもって安心して暮らせる環境整備
課題１.　看護・介護への社会的支援 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 5,470
15 240
16 204
17 4,805
18 169
19 258
20 3,771
21 250
22 242

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 5,526
15 5,314
16 5,398
17 5,119
18 90,776
19 84,596
20 88,643
21 111,883
22 107,705

 93. 地域福祉の拠点として地
域包括支援センターを設置
し、機能の充実を図るととも
に、地域に密着した日常生活
圏域ごとのセンター整備を図
ります

施策の方向

 92. 介護保険事業をはじめ各
種サービス事業の質的向上を
図ります

市民・地域社会、
企業の役割

個々の施策を推進する中で高齢福祉サービスの充実に努めた

高齢介護室

（１）介護施策の充実

行政の役割（具体的取組）

・基幹型在宅介護支援センター事業（基幹型在宅介護支援センター事業及び介
護支援センター運営協議会は、平成17年度末廃止）
　各地域型センターの情報収集、情報提供及び介護支援専門員の研修、ケア
　マネリーダーの支援。他、地域型センターの統括、介護予防、生活支援サ
　ービスの総合調整等
・在宅介護支援センター運営協議会
　在宅介護支援センターの事業計画、事業実施上の諸問題について意見交換
　を行った＜協議会委員15人（男13・女2）＞
・平成18年度
　地域包括支援センター事業として、総合相談支援事業等を実施
・平成19年度　 相談件数　1,344件
・平成20年度　 相談件数　1,958件
　　　　　　　 平成21年2月から各圏域に１か所ずつ民間委託

 91. 高齢者保健福祉計画（介
護保険事業計画）を推進しま
す

・高齢者保健福祉計画策定（平成14年度）
・計画の推進方法の検討並びに進捗状況の点検・評価・見直しを実施（平成15
年度～）
・高齢者保健福祉計画策定（平成17年度）
・計画の推進方法の検討並びに進捗状況の点検・評価・見直しを実施（平成18
年度～）
・高齢者保健福祉計画策定（平成20年度）
・高齢者保健福祉計画推進委員会を開催し、高齢者保健福祉計画（介護保険事
業計画）の進捗状況の点検・評価・見直しを行った。（平成21・22年度）

 92. 介護保険事業
等に関わる事業主
は事業内容の質的
向上を図りましょ
う高齢介護室

高齢介護室

 91. 市民意識の高
揚を図りましょう

新規
要支援

特定
高齢者 認知症 虐待

338 31 131 39
新規

要支援
特定

高齢者 認知症 虐待

446 33 204 57 401 30 376 3,120

生活上の相談 医療サービス その他 合計
22年度

介護サービス
ケア

マネジメント 権利擁護

1,134 348 91

医療サービス その他
21年度

1,001 302 87

介護サービス
ケア

マネジメント 権利擁護

188 1,958

263 41 269 2,502

150 40

合計生活上の相談

合計

1,344

その他

合計

145

その他

19年度

20年度
介護サービス

ケア
マネジメント

1,136 203

介護サービス

725

生活上の相談 医療サービス

認知症 虐待 権利擁護 生活上の相談

37 151 26

医療サービス

89

97

認知症

74

45

虐待
ケア

マネジメント

97

権利擁護

99

47



14 24,932
15 19,056
16 20,003
17 19,448
18 90,776
19 84,596
20 88,643
21 111,883
22 107,705

14 52
15 52
16 0
17 69
18 199
19 0
20 121
21 61
22 190

14 440
15 446
16 392
17 382
18 342
19 277
20 459
21 426
22 487
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

  94. 地域支援の充実と関係
機関の連携を促進します

（２）看護・介護する人への支援

・地域型在宅介護支援センター
　（※地域型在宅介護支援センター事業は、平成17年度末廃止）
　在宅生活において、介護や支援が必要な高齢者や家族からの電話、面接に
　よる相談（24時間態勢）。保健福祉サービスの申請の取次ぎ、訪問指導・
　助言、福祉用具の展示。

・平成18年度からは地域包括支援センターで対応

高齢介護室

高齢介護室

高齢介護室

 97. 情報の活用を
図りましょう

 96. 地域社会は高
齢者の看護・介護
をする人々が孤立
しないようネット
ワーク化に協力し
ましょう

 95. 介護保険施設
を経営する事業主
は入居者及び介護
者の人権の保障に
留意しましょう高齢介護室

 96. 看護・介護する人々の
ネットワークづくりを支援し
ます

・介護保険施設整備について事業者選定委員会等で運営計画の適格性を確認し
た

・家族介護者交流事業等によって看護･介護する方々の交流を図った
　日帰り施設見学（年2回）等

・市広報やホームページ、窓口パンフレット等で介護支援サービス情報の提供 97. 安心して働き続けられる
よう、看護・介護をする人を
援助する各種の情報提供に努
めます

 95. 介護保険施設（特別養護
老人ホーム・老人保健施設・
介護療養型医療施設）及びグ
ループホームの整備にあたっ
ては、入居者及び介護者の人
権が保障されるよう努めます

十字の園 寝屋川苑 合掌荘 いちょう園 石津園 長尾会

205 72 216 179 380 435

205 73 216 187 414 613

455 155 162 234 264 263

471 167 178 258 291 354

447 168 138 232 208 125

1,108 168 162 257 216 148

205 111 120 189 145 64

2,515 111 133 216 162 75

在宅介護支援センター

H14
実人数

延べ件数

H15
実人数

延べ件数

H17

H16
実人数

延べ件数

延べ件数

実人数
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14 14,810
15 16,528
16 19,901
17 4,060
18 5,621
19 4,902
20 5,092
21 5,362
22 5,244
14 0
15 0
16 0
17 0
18 90,776
19 84,596
20 88,643
21 111,883
22 107,705

 99. 看護・介護へ
の講座等に積極的
に参加し、気軽に
相談しましょう

高齢介護室

高齢介護室

・窓口相談随時受付（社会福祉協議会「ひとり暮らし老人の会」との連携）

・窓口相談、電話相談、在宅介護支援センターでの相談＜再掲＞
　　（平成17年度末で在宅介護支援センター事業は廃止）
　　平成18年度　地域包括支援センター事業として、総合相談支援事業等を
　　　　　　　　実施
　　平成19年度　相談件数　1,344件
　　平成20年度　平成21年2月から各圏域に１か所ずつ民間委託

 98. 家族介護支援事業などの
充実に努めます

 99. 看護・介護にあたってい
る人が気軽に相談できるよう
に努めます

・家族介護支援事業の充実
　 介護教室、介護者交流
・家族介護用品支給事業(オムツ・ウェットティシュ等）

新規
要支援

特定
高齢者 認知症 虐待

338 31 131 39
新規

要支援
特定

高齢者 認知症 虐待

446 33 204 57 401 30 376 3,120

生活上の相談 医療サービス その他 合計
22年度

介護サービス
ケア

マネジメント 権利擁護

1,134 348 91

医療サービス その他
21年度

1,001 302 87

介護サービス
ケア

マネジメント 権利擁護

188 1,958

263 41 269 2,502

150 40

合計生活上の相談

合計

1,344

その他

合計

145

その他

19年度

20年度
介護サービス

ケア
マネジメント

1,136 203

介護サービス

725

生活上の相談 医療サービス

認知症 虐待 権利擁護 生活上の相談

37 151 26

医療サービス

89

97

認知症

74

45

虐待
ケア

マネジメント

97

権利擁護

99
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目標Ⅴ　高齢者等が生きがいをもって安心して暮らせる環境整備
課題２．　看護・介護する人への両立支援　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 ‐
15 ‐
16 ‐
17 ‐
18 ‐
19 0
20 0
21 0
22 0

14 300
15 324
16 290
17 303
18 241
19 308
20 283
21 307
22 218

14 791
15 1,022
16 876
17 747
18 989
19 1,043
20 1,303
21 2,140
22 2,005

高齢介護室

 101. 男性も看
護・介護に参画で
きるよう技能習得
に努めましょう

100. 看護・介護への男性の参
画が進むよう、意識啓発、情
報提供に努めます

・市広報、ホームページ、窓口用パンフレットで情報提供

施策の方向

（２）看護・介護教室開催の促進

行政の役割（具体的取組）

高齢介護室

市民・地域社会、
企業の役割

（１）男性の看護・介護への参画促進

 101. 女性も男性も共に参画
できる介護教室を開催し、技
能習得を図ります

・家族介護教室を保健福祉公社へ委託
　平成15年度　年2回実施　開催数10日　参加者 70人（延べ）
　平成16年度　年2回実施　開催数10日　参加者181人（延べ）
　平成17年度　年2回実施　開催数10日　参加者223人（延べ）
　平成18年度　年2回実施　開催数10日　参加者248人（延べ）
　平成19年度　年2回実施　開催数 9日　参加者134人（延べ）
　平成20年度　年2回実施　開催数 9日　参加者189人（延べ）
　平成21年度　年2回実施  開催数10日　参加者176人（延べ）
  平成22年度　年2回実施　開催数 9日　参加者124人（延べ）

 102. 看護・介護職への男性
の採用を促進するため、看
護・介護職への男性の応募者
の増加に努めます

（３）看護・介護職への男性の採用促進

人事室

 102. 男性も看
護・介護職をめざ
す機運を高めま
しょう

・男女雇用機会均等法にのっとった採用試験の実施 ＜再掲＞
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14 560
15 2,382
16 360
17 0
18 232
19 0
20 0
21 190
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

 104. 家庭・地域
でも関心を高めて
いきましょう

104. 児童・生徒が看護・介護
への関心を高められるよう、
看護・介護学習、福祉講座等
の推進を図ります

・体験学習実施（総合的な学習の時間など）
・情報の提供・指導

 103. 個々のニーズに合わせ
た介護を促進するための情報
提供や啓発に努めます

・｢高齢者保健福祉の手引き｣を市民情報コーナーで情報提供

（４）個々のニーズに合わせた介護の促進

（５）児童・生徒への看護・介護学習、福祉講座などの推進

教育指導課

 103. 情報を活用
しましょう

高齢介護室

高齢介護室

・市広報、ホームページ、窓口用パンフレットで情報提供
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14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 0
20 0
21 0

22 0
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 0
20 0
21 0
22 0
14 48,284
15 44,278
16 28,678
17 31,614
18 30,945
19 32,222
20 34,029
21 34,692
22 38,807
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 0
20 0
21 0

22 0

106.高齢者虐待の防止に向け
て関係機関と連携し必要な支
援と情報提供を行います

・地域包括支援センター事業
　事業者や民生委員等に対する研修会等を実施

 105. 高齢者虐待防止のため
に高齢者虐待の通告義務など
について必要な広報活動に努
めます

高齢介護室

高齢介護室

・情報提供に努めた

（６）高齢者虐待防止に向けての啓発

 人権文化課

・広報紙等の発行等 ＜再掲＞

広報広聴課

・地域包括支援センター事業
　地域包括支援センターのパンフレットや、出前講座等で啓発
・｢高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律｣
(平成18年４月施行)に基づき、高齢者虐待の防止及び早期発見に努めた

106.高齢者虐待の
事実を知った場
合、すみやかに関
係機関に連絡しま
しょう

105.市民は高齢者
虐待の通告義務が
あることの認識を
もちましょう
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目標Ⅴ　高齢者等が生きがいをもって安心して暮らせる環境整備
課題３.　高齢者や障害者の自立と連帯への支援 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 90,776
19 84,596
20 88,643
21 111,883
22 107,705

 109. 高齢者はひ
とりで悩まずに気
軽に相談しましょ
う

地域社会は、高齢
者を孤立させない
ように情報の活用
が図れるよう配慮
しましょう

高齢介護室

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

（1）高齢者への自立支援

高齢介護室

市民・地域社会、
企業の役割

 109. 高齢者が気軽に相談で
きるよう努めます

高齢介護室

・窓口相談随時受付（高齢介護室・地域包括支援センター）＜再掲＞

・窓口相談等でニーズ把握

・シルバー人材センターやＮＰＯ法人等との連携

 107. 高齢者のニーズの把握
に努めます

 108. 高齢者の経済的自立の
ための就労支援や働く場の確
保に向けて、関係機関との連
携に努めます

新規
要支援

特定
高齢者 認知症 虐待

338 31 131 39
新規

要支援
特定
高齢者 認知症 虐待

446 33 204 57 401 30 376 3,120

生活上の相談 医療サービス その他 合計
22年度

介護サービス
ケア

マネジメント 権利擁護

1,134 348 91

医療サービス その他
21年度

1,001 302 87

介護サービス
ケア

マネジメント
権利擁護

188 1,958

263 41 269 2,502

150 40

合計生活上の相談

合計

1,344

その他

合計

145

その他

19年度

20年度
介護サービス

ケア
マネジメント

1,136 203

介護サービス

725

生活上の相談 医療サービス

認知症 虐待 権利擁護 生活上の相談

37 151 26

医療サービス

89

97

認知症

74

45

虐待
ケア

マネジメント

97

権利擁護

99
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14 334
15 160
16 153
17 141
18 5,410
19 3,663
20 3,882
21 527
22 512
14 0
15 0
16 5,000
17 5,000
18 5,000
19 5,000
20 0
21 0
22 0
14 4,962
15 147,851
16 262,939
17 304,238
18 221,736
19 339,211
20 413,654
21 493,613
22 556,831

14 5,184
15 5,184
16 5,184
17 5,184
18 5,184
19 5,424
20 5,424
21 5,424
22 5,759

 113. 障害者が気軽に相談で
きるよう努めます

（２）障害者への自立支援

障害福祉課

障害福祉課

障害福祉課

 113. 障害者はひ
とりで悩まず気軽
に相談しましょう

 110. 障害者のニーズの把握
に努めます

 111. 障害者の経済的自立の
ための就労支援や働く場の確
保に向けて、関係機関との連
携に努めます

 112. ひとり暮らしの障害者
への生活自立に向けた援助を
行います

障害福祉課

・平成16～19年度：障害者就業・生活支援準備センター
・平成20～22年度：国制度の障害者就業・生活支援センターと連携

・身体・知的・精神障害者相談員、聴覚障害者福祉指導員設置事業
・障害児等療育相談員

・障害者長期計画推進事業
 平成18年度：障害福祉計画（第１期計画）策定
 平成19年度：障害者長期計画（第２次計画）策定
 平成20年度：障害福祉計画（第２期計画）策定
 平成21年度：障害福祉計画及び障害者長期計画推進
 平成22年度：障害福祉計画及び障害者長期計画推進

①居宅介護事業 （単位：１か月あたりの時間数）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成2２年度

実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率

身体障害者 2,804 2,370 118.3% 3,329 2,610 127.6% 3,884 2,869 135.4% 4,579 3,729 122.8% 5,402 3,762 143.6%

知的障害者 605 528 114.6% 727 588 123.6% 885 615 143.9% 861 1,000 86.1% 968 1,050 92.2%

精神障害者 647 588 110.1% 894 717 124.7% 1,400 872 160.6% 1,681 1,504 111.8% 1,831 1,705 107.4%

障害児 600 619 96.9% 587 701 83.8% 675 794 85.0% 755 675 111.9% 651 698 93.2%

合計 4,657 4,105 113.4% 5,538 4,616 120.0% 6,844 5,150 132.9% 7,876 6,908 114.0% 8,852 7,215 122.7%

※実績は各月の平均 

②移動支援事業 （単位：年間の時間数　※平成18年度は下半期分）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成2２年度

実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率

身体障害者 20,067 21,848 91.8% 44,937 45,044 99.8% 47,787 46,425 102.9% 47,803 50,208 95.2% 46,739 50,796 92.0%

知的障害者 12,388 14,185 87.3% 24,466 31,657 77.3% 25,056 35,316 70.9% 28,427 27,828 102.2% 31,556 29,568 106.7%

精神障害者 147 72 204.2% 759 662 114.7% 1,903 3,034 62.7% 2,322 1,908 121.7% 1,932 2,544 76.0%

障害児 4,422 4,453 99.3% 13,355 10,435 128.0% 16,458 12,219 134.7% 18,917 16,884 112.0% 18,854 17,256 109.3%

合計 37,023 40,558 91.3% 83,517 87,798 95.1% 91,204 96,994 94.0% 97,469 96,828 100.7% 99,081 100,164 98.9%
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 52,746
15 70,280
16 262,939
17 304,238
18 446,561
19 133,721
20 162,102
21 197,727
22 204,869

115. グループホームなどの自
立支援システムを推進します

障害福祉課

高齢介護室

・施設整備についての相談、指導を実施

114. 地域社会は高
齢者や障害者の自
主活動やネット
ワーク活動を支援
しましょう

（３）高齢者や障害者の自主活動やネットワーク活動の支援

114. 高齢者や障害者の自主活
動やネットワーク活動を支援
します

高齢介護室

・ボランティアやＮＰＯ法人によるネットワークや仲間づくりを支援

居住系サービス（グループホーム、ケアホーム） （単位：人）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成2２年度

実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率 実績 目標 達成率

身体障害者 共同生活介護 0.0 1 0.0% 0.8 2 41.7% 1.2 3 40.0% 0.8 1 75.0% 0.1 1 8.3%

知的障害者 共同生活援助

共同生活介護

精神障害者 共同生活援助

共同生活介護

合　　計 共同生活援助

共同生活介護

※実績は各月の平均 

122.3 139 88.0%

109.5 113 96.9%

12.7 25 51.0%17 62.7% 12.3

101

22

79.6%

12.8 27

83.0 108 76.9% 101.4

72.3 90

10.7

80.4% 88.3

111.1 152

97.1 12287.4%

125 81.1%

56.1%

106.4 104 102.3%

11.6 19 61.0%47.4%

118.8 124 95.8%73.1%
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目標Ⅴ　高齢者等が生きがいをもって安心して暮らせる環境整備
課題４．　男女共同参画による福祉のまちづくりの推進　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 8,278
15 0
16 6,162
17 28,433
18 40,110
19 0
20 0
21 0
22 0

14 －
15 －
16 －
17 －
18 10,385
19 21,941
20 78,644
21 16,433
22 10,203

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

施策の方向

・福祉のまちづくり推進事業
　建築物の建築時に男女共同参画促進へ向けたアドバイスの実施

都市計画室

（１）ノーマライゼーションのまちづくりの推進

116. ノーマライ
ゼーションのまち
づくりへの理解を
深めましょう

行政の役割（具体的取組）

平成14年度
・JR東寝屋川駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定
平成16年度
・京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー基本構想策定
平成17年度
・JR東寝屋川駅エレベータ等設置工事に対する補助
平成18年度
・京阪萱島駅エレベータ等設置工事に対する補助
平成15年度～平成22年度
・JR東寝屋川駅周辺地区及び京阪萱島駅地区の交通バリアフリー基本構想に基
づく関係機関との調整,事業進捗状況の管理

平成18年度
･京阪萱島駅周辺地区交通バリアフリー事業設計委託 1,564,500円
･JR東寝屋川駅前交通広場詳細設計委託 8,820,000円
平成19年度
･京阪萱島駅前広場整備工事 1,734,600円
 障害者用停車帯の設置、ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ乗降場のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 路面表示工、縁石改善等
･JR東寝屋川駅前広場整備工事 20,206,200円
 障害者用停車帯の設置、ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ乗降場のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化 路面表示工、縁石改善等
平成20年度
・JR東寝屋川駅前広場整備工事 78,643,950円
シェルター工、電気設備工、歩道舗装工、横断防止柵工等
平成21年度
・京阪萱島駅駅前広場整備工事　16,433,550円
歩道舗装工、視覚障害者誘導ブロック改良工、スロープ改修工等
平成22年度
・市道東寝屋川駅前線バリアフリー化工事　10,203,900円
歩道舗装工、横断防止柵設置工等

道路建設課

116. 「大阪府福祉のまちづく
り条例」及び「寝屋川市福祉
のまちづくり環境整備要綱」
に沿ってノーマライゼーショ
ンのまちづくりを進め、高齢
になっても障害があっても、
自分の意思で生活し、行動す
ることができるような（バリ
アフリー）施設、環境の整備
に努めます

まちづくり指導課
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14 8,363
15 7,124
16 7,359
17 7,449
18 5,617
19 2,132
20 4,582
21 6,673
22 8,074
14 0
15 0
16 30
17 0
18 85
19 70
20 608
21 210
22 216

14 0
15 0
16 1,890
17 2,874
18 2,313
19 2,131
20 2,028
21 1,396
22 1,128
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 1,785
22 2,034

119. 共住型の共同住宅（コレ
クティブハウス）、介護つき
住宅など、福祉サービスを配
慮した新しい住宅政策につい
て研究し、まちづくりへの参
考にします

都市計画室

・市営住宅におけるバリアフリー化の推進
　平成16年度　階段室手摺設置9箇所
　平成17年度　階段手摺設置14箇所
　平成18年度　階段手摺設置13箇所
　平成19年度　階段手摺設置12箇所
　平成20年度　階段手摺設置12箇所
  平成21年度　階段手摺設置9箇所
  平成22年度　階段手摺設置7箇所（すべて設置完了）

・住宅マスタープラン見直し時に調査・研究を行う
  平成21年度　住宅マスタープランの策定に伴う基礎調査の実施
・平成22年度　住宅マスタープラン素案の策定

118. 住宅について、介助がし
やすくなるようバリアフリー
化を推進します

住宅整備課

障害福祉課

118. 住宅のバリア
フリー化に関心を
もちましょう

・住宅改造助成事業
　平成14年度：12件　　　平成21年度：10件
　平成15年度：12件　　　平成22年度：12件
　平成16年度：12件
　平成17年度：11件
　平成18年度：10件
　平成19年度：4件
　平成20年度：8件

・広報･啓発冊子でPR（障害者理解・グループホームの紹介等）
・精神障害者理解促進事業
　H19.7.24 「こころの病の正しい知識」
　　　　　　講師…精神科医、参加者…民生委員地域福祉部会員18人
  H20.2.25 「こころの病の体験談」
　　　　　　講師…当事者、参加者…一般市民92人
  H21.12.8 「やさしい精神保健福祉研修会～こころの病への理解と支援～」
　　　　　　講師…精神科医、参加者…関係機関職員61人
  H22.3.2  「こころの病とは～統合失調症・うつ病について～」
　　　　　 「知っておきたいこころのはなし～こころを病むってどんなこと」
　　　　　　講師…精神科医、参加者…一般市民26人
　H22.11.24「こころの病の理解と支援」
　　　　　　講師…精神科医、参加者…養護教諭部会員40人
　H23.1.28 「知っておきたいこころの話～こころを病むってどんなこと」
　　　　　　講師…精神科医、参加者…一般市民47人
・精神保健福祉啓発事業
　H20.12.13「こころの健康フェスタ2008inねやがわ」開催
　　　　　　（1部109人、2部302人）

117. 市民にノーマライゼー
ションの理念の普及を図りま
す

障害福祉課

（２）住宅政策の研究

117. ノーマライ
ゼーションの理念
について学習し、
理解を深めましょ
う
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 1,680
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 409
15 412
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

121. 福祉のまちづくりに対す
る市民の理解を深めるための
情報提供を行います

120. まちづくりに関する計画
の策定、見直し時の諮問委員
会や策定プロジェクト等に男
女共同参画を推進します

公園緑地課

・大利公園整備工事に伴い、地元自治会を対象に3回ワークショップを開催した
（H18年度）
　第1回　平成18年8月29日　 参加者数38名（内女性24名）
　第2回　平成18年9月19日　 参加者数20名（内女性14名）
　第3回　平成18年10月10日　参加者数14名（内女性9名）

公園緑地課

・｢緑の基本計画｣に基づいた情報提供
　緑の基本計画書パンフレット作成

（３）まちづくりへの男女共同参画の推進

まちづくり指導課

障害福祉課

・府が作成したパンフレットや整備基準などの冊子の配布と、窓口での指導

・ノーマライゼーションのまちづくり推進
　（広報紙やパンフレット等で啓発）
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目標Ⅵ．生涯を通じた心と身体の健康づくり
課題1.　生涯を通じた女性の健康づくり （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 2,312
15 4,065
16 2,879
17 2,823
18 2,469
19 2,473
20 325
21 325
22 330

14 1,257
15 1,251
16 1,335
17 1,028
18 1,452
19 1,581
20 1,378
21 1,595
22 1,315

124. 働く女性の健康管理につ
いての情報提供に努めます

123. 摂食障害や不妊、更年
期、高齢期などにおける女性
の身体的症状と妊娠・出産期
を心と身体の両面からとら
え、医療と連携してトータル
に応じられる相談に努めます

・健康相談、生活習慣改善指導事業

124. 女性自身が自
らの健康と権利に
ついて学習し、理
解を深めましょう

123. 早い時期に医
療と連携した相談
窓口を積極的に活
用しましょう

健康増進課

・健康づくりプログラム、広報等で情報提供

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

市民・地域社会、
企業の役割

（２）働く女性の健康管理の支援

（１）生涯の各時期に応じた健康診査の普及と必要な医療と連携した相談体制の整備

122. 性や心と身体に関する相
談窓口の充実と情報提供に努
めます

・情報提供
・広報紙に「女性の健康づくり」（生き生き健康すこやかライフ）を掲載

健康増進課

健康増進課

実施回数 252 22
延相談者 9,140 412
実施回数 234 24
延相談者 3,318 372
実施回数 316 －
延相談者 4,242 －
実施回数 283 －
延相談者 3,470 －
実施回数 266 －
延相談者 2,796 －
実施回数 236 －
延相談者 2,935 －
実施回数 212 －
延相談者 1,925 －
実施回数 205 －
延相談者 1,594 －
実施回数 186 －
延相談者 1,061 －

H19

H22

H14

H17

H20

H15

H16

H18

H21
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14 1,257
15 1,251
16 1,335
17 1,028
18 1,452
19 1,581
20 1,378
21 1,595
22 1,315
14 665,749
15 712,520
16 734,593
17 675,463
18 694,002
19 693,183
20 79,893
21 116,590
22 104,690

・健康づくりプログラム、広報等で情報提供＜再掲＞

・ミニドック実施（子宮がん検診の個別検診を市内医療機関で通年実施）
　ミニドック延受診者
　　平成14年度　3,745人
　　平成15年度　3,864人
　　平成16年度　4,049人
　　平成17年度　4,819人
　　平成18年度　4,201人
　　平成19年度　4,311人(平成19年度末で廃止）
　　平成20年度より「がんドック」として実施
　　平成20年度　3,754人
    平成21年度　3,715人
　　平成22年度　3,432人

126. 企業や事業主
は健診など受診し
やすい体制をつく
りましょう

126. 受診しやすい体制をつく
ります

健康増進課

健康増進課

125. 女性自身が検
診を進んで受けま
しょう

125. パートタイマーや自営業
など女性の健診を促進するた
め、啓発に努めます
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目標Ⅵ　生涯を通じた心と身体の健康づくり
課題２．　性と生殖に関する健康と権利の保障、充実　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 569
15 458
16 412
17 486
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 2,227
15 4,065
16 2,879
17 2,823
18 2,469
19 2,473
20 1,769
21 1,687
22 1,674

14 1,964
15 1,372
16 1,670
17 1,478
18 1,370
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

・性教育副読本「ほほえみ」の活用 ＜再掲＞

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」での啓発 ＜再掲＞

・健康教室の実施

健康増進課

市民・地域社会、
企業の役割

127. 女性自身が自
らの性と生殖に関
する健康と権利
（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライ
ツ）について、正
しい知識を身につ
けましょう

男性は性と生殖に
関する健康と権利
（リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライ
ツ）について理解
を深めましょう

（１）性と生殖に関する健康と権利についての意識の浸透

127. あらゆる世代の女性の性
の自己管理、自己決定の尊重
と浸透を図るため、家庭学
習、学校教育、社会教育、保
健事業での啓発、学習機会の
提供に努めます

教育指導課

人権文化課

母子健康教室 健康教室

実施回数 145 209
延受講者 2,641 4,467
実施回数 145 201
延受講者 2,615 4,363
実施回数 145 162

延受講者 2,584 4,135
実施回数 187 214
延受講者 3,433 4,493
実施回数 197 209
延受講者 3,631 4,070

実施回数 192 142
延受講者 3,171 3,325
実施回数 195 141
延受講者 3,649 3,495
実施回数 198 144

延受講者 3,555 3,205
実施回数 205 87
延受講者 3,861 2,220

H14

H15

H22

H18

H19

H21

H17

H16

H20
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 2,218
15 2,510
16 2,508
17 3,114
18 2,194
19 2,122
20 3,028
21 3,024
22 2,458

14 25
15 42
16 947
17 936
18 898
19 624
20 622
21 893
22 494

130. 妊娠･出産･育児期の心と
身体の相談事業の充実を図り
ます

健康増進課

（２）妊娠・出産期の健康と権利の保障

・平成13年度初年度とし平成17年度を目標年次とする5年間の母子保健計画を推
進。
　平成17年度以降は、寝屋川市こどもプランの中に母子保健計画の内容を含ん
で推進。

・パパママ教室開催(日曜､年12回）

（３）妊娠・出産期の「父子保健事業」の展開

130. 妊娠・出産期
の権利の保障のた
め、各種情報を積
極的に活用しま
しょう

131. 男性が参加しやすいよう
に「パパママ教室」を展開し
ます

131. 妊娠・出産期
の女性の状態や生
まれてくる子ども
について理解を深
めるため、「パパ
ママ教室」に積極
的に参加しましょ
う

健康増進課

・パパママ教室、母乳相談、妊産婦・新生児訪問指導事業、随時電話相談事業

健康増進課

健康増進課

128. 寝屋川市こどもプランを
推進します

・健康診査や健康教室の際に、民生委員やボランティア団体等が一時保育を実
施

129. 健康教室、健診時におけ
る一時保育の充実を図ります
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

（４）ＨＩＶ／エイズ、性感染症についての予防啓発の推進

健康増進課

133. ＨＩＶ／エイズに関する
正しい理解の浸透を図り、差
別・偏見を取り除き、感染の
予防についての啓発に努めま
す

・エイズ防止パンフレット配布（成人式等で配布）
・世界エイズデーに合わせて、啓発記事を広報に掲載

132. 母子健康手帳にあわせて
男性の育児参加を促す手引き
等の記載内容の充実を図りま
す

・副読本（タイトル『赤ちゃん　そのしあわせのために』）配布（母子健康手
帳と同時に配布）

健康増進課

 人権文化課

133. ＨＩＶ／エイ
ズ、性感染症につ
いて偏見をなく
し、正確な知識を
もちましょう

134. 性感染症に関する正確な
知識の普及と偏見を取り除
き、感染の予防についての啓
発に努めます

・広報で啓発

健康増進課

・男女共同参画推進センターで、啓発展示実施。
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目標Ⅵ．生涯を通じた心と身体の健康づくり
課題３.　男性の心身の健康づくり （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 －
15 －
16 －
17 －
18 －
19 86
20 0
21 －
22 －

14 0
15 0
16 80
17 75
18 76
19 72
20 72
21 72
22 72

・啓発
・情報提供

135. 男性自身が自
らの心身の健康に
ついて関心を高め
ましょう

市民・地域社会、
企業の役割

（1）男性の心身の健康づくりに向けた啓発

135. 社会的性別(ジェン
ダー）の視点から、男性の心
身の健康づくりについて、啓
発に努めます

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

健康増進課

137. 地域とのつな
がりを深め、心身
の健康づくりに努
めましょう

137. 男性対象の心の悩み相談
の充実を図ります

136. 男性のための健康教室を
開催します

・男性のための健康教室の開催
(平成19年度で終了）

・男性のための悩み相談
　平成14年度　相談窓口開催に向けての調査･研究
　平成15年度　　　「男のホットライン」を男女共同参画学習講座の中で実施
　平成16年度　    「男のための悩み相談」開設　  年 7回
　平成17年度　    「男性のための悩み相談」　    年 8回
　平成18年度　    「男性のための悩み相談」　    年10回
　平成19～22年度　「男性のための悩み相談」　　　年12回

人権文化課

（２）相談体制の充実

健康増進課
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目標Ⅶ．女性に対するあらゆる暴力の根絶
課題1.　暴力根絶に向けての啓発の推進 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 1,011
15 1,583
16 1,638
17 1,673
18 1,643
19 1,764
20 1,671
21 1,704
22 1,683

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 1,991
15 1,378
16 1,670
17 1,477
18 1,070
19 1,385
20 1,262
21 1,250
22 1,287

施策の方向

139. 府や関係機関と連携し
て、緊急一時避難を図ります

138. 電話相談をはじめとす
る、わかりやすい相談窓口を
設置し、対応を図ります

（１）配偶者やパートナー等から暴力を受けている女性への援助

市民・地域社会、
企業の役割

行政の役割（具体的取組）

 人権文化課 

138. 配偶者やパー
トナー等から暴力
を受けている女性
がいることを知っ
た場合、関係機関
に連絡しましょう

 人権文化課 

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」・センターだより（Ｄｏふらっと）の発行 ＜再掲＞
・リーフレット等による啓発

（２）暴力根絶に向けての啓発

140. 女性に対する暴力は女性
への人権侵害であり、犯罪で
あるという認識の定着を図る
とともに防止のための啓発活
動を充実します

・府･関係機関との連携に努めた

 人権文化課 

140. 女性に対する
暴力は女性への人
権侵害であり、犯
罪であるという認
識をもちましょう

健康 生き方 　暴力 経済等 夫婦 人間 老後 その他 計

  　 関係 関係

14年度 面接 9 29 51 8 62 75 2 7 243

面接 20 55 64 0 41 73 0 0 253

電話 69 17 29 0 9 21 0 8 153

面接 18 60 80 2 46 79 3 5 293

電話 52 1 17 3 26 26 0 0 125

面接 19 43 70 5 37 72 1 1 248

電話 69 41 27 6 37 40 0 1 221

面接 54 64 92 4 53 84 5 4 360

電話 89 41 27 6 60 32 0 1 256

面接 43 87 67 11 65 75 4 0 352

電話 76 52 15 3 29 56 3 2 236

面接 34 93 70 3 51 99 10 0 360

電話 49 30 14 5 39 56 2 7 202

面接 71 97 90 25 80 125 11 0 499

電話 17 11 4 3 26 42 0 0 103

面接 52 102 83 18 69 124 3 4 455

電話 7 9 9 7 28 44 1 0 105
22年度

21年度

女性の心の悩み相談（カウンセリング）内容別相談件数（相談件数は延件数）

20年度

19年度

18年度

15年度

16年度

17年度
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14 1,987
15 1,372
16 1,670
17 1,478
18 1,370
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286
14 0
15 0
16 0
17 20
18 90
19 35
20 116
21 0
22 3,897
14 440
15 470
16 474
17 474
18 424
19 372
20 2,222
21 2,129
22 2,015

14 1,987
15 1,372
16 1,670
17 1,478
18 1,370
19 1,385
20 1,262
21 1,251
22 1,286

142. 児童買春・児童ポルノ禁
止法やストーカー規制法、Ｄ
Ｖ防止法、児童虐待防止法等
について学習の機会をつく
り、併せて啓発活動に努めま
す

141. 女性に対する暴力を予
防・防止するための学習機会
の充実と啓発活動に努めます

・男女共同参画学習講座、ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」・センターだより（Ｄｏふらっと）の発行 ＜再掲＞
・リーフレット等による啓発

こども室

・平成19年度　虐待防止マニュアルの作成・配付
・平成20年度　虐待防止マニュアル（改訂版）の作成・配付
・平成22年度　保護者、こども用及び児童虐待啓発用の家庭児童相談室用パン
　　　　　　　フレット並びに児童虐待チェックシートの作成
　　　　　　　児童虐待防止月間の寝屋川４駅駅前の街頭キャンペーン

・男女共同参画学習講座、ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・情報誌「ルュミエール」・センターだより（Ｄｏふらっと）の発行 ＜再掲＞
・リーフレット等による啓発

 人権文化課 

142. 児童買春・児
童ポルノ禁止法や
ストーカー規制
法、ＤＶ防止法、
児童虐待防止法等
について学習し、
理解を深めましょ
う

 地域教育振興課

 人権文化課 

小学校数 クラス数 回数 参加者数
14年度 10 13 14年度 1 32

15年度 11 14 15年度 1 30

16年度 12 14 16年度 1 40

17年度 11 12 17年度 1 42

18年度 12 12 18年度 1 32
19年度 12 12 19年度 0 0
20年度 24 70 20年度 1 36
21年度 24 67 21年度 1 27
22年度 24 65 22年度 1 16

児童対象ＣＡＰ ＜再掲＞
市民対象ＣＡＰ ＜再掲＞
（家庭教育ふれあいセミナー）
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目標Ⅶ　女性に対するあらゆる暴力の根絶
課題２．　暴力・虐待についての相談体制の整備　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 1,011
15 1,583
16 1,638
17 1,673
18 2,011
19 2,150
20 2,057
21 2,090
22 2,069

14 1,011
15 1,583
16 1,638
17 1,673
18 1,643
19 1,764
20 1,671
21 1,704
22 1,683

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

143. ＤＶやセク
シュアル・ハラス
メントの被害につ
いては泣き寝入り
することなく相談
機関に相談しま
しょう

145. 相談窓口や情
報を活用しましょ
う

 人権文化課

145. 被害者の自立支援に向け
て、府や関係機関で実施して
いる相談等の情報提供に努め
ます

144. フェミニスト・カウンセ
リングの充実に努めます

 人権文化課

・リーフレット、チラシ等による情報提供

 人権文化課

（２）連携体制の充実

143. ＤＶやセクシュアル・ハ
ラスメントの相談体制の充実
に努めます

・女性の心の悩み相談（カウンセリング）＜再掲＞
　平成14年度　面接相談の相談回数を増やした
　平成15年度　電話相談を実施
　平成19年度　祝日も相談を実施
・平成18年度　女性のための法律相談を実施

・女性の心の悩み相談（カウンセリング） ＜再掲＞
　平成14年度　面接相談の相談回数を増やした
　平成15年度　電話相談を実施
　平成19年度　祝日も相談を実施

市民・地域社会、
企業の役割

施策の方向
行政の役割（具体的取組）

（１）相談体制の充実

女性のための法律相談内容別相談（相談件数は延件数）

夫婦 相続 借地 消費者 相隣 その他 計
(離婚等) 扶養 借家 問題

18年度 28 8 2 6 1 3 48

19年度 31 3 0 3 0 8 45

20年度 25 2 0 0 2 8 37

21年度 33 2 0 2 0 9 46

22年度 33 2 0 0 0 8 43
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14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

・自助グループ等への活動支援

147. 心や身体について同じ悩
みをもつ女性たちが相互に励
まし、支えあえるような支援
のあり方について研究します

147. 地域で相互に
励まし支えあいま
しょう

 人権文化課

健康増進課

 人権文化課

（３）自助グループへの支援

・自助グループへの支援のあり方研究

・寝屋川市ＤＶ被害者支援連絡会により庁内関係課・関係機関等との連携を
図った

146. 相談、救援活動、自立支
援を行う府・関係機関・NPO
（民間非営利組織）及び庁内
関係課との連携とネットワー
クの充実を図ります
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目標Ⅷ　男女共同参画社会の実現に向けた文化の創造と情報の発信
課題1.　メディアにおける性差別表現の点検と見直し （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 1,191
15 1,125
16 1,462
17 1,270
18 1,162
19 1,160
20 1,037
21 1,026
22 1,061
14 2,039
15 1,963
16 2,120
17 1,748
18 1,684
19 1,631
20 1,668
21 1,482
22 1,518

150. メディアにおける表現に
ついて、性別に基づく固定観
念にとらわれない視点で見直
す力を養う学習講座を実施す
ること、また働く女性、男性
ともに受講できるよう実施時
間に配慮します

 人権文化課

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの実施 ＜再掲＞

行政の役割（具体的取組）

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照）＜再掲＞ 150. メディアにお
ける表現を見直
し、性別に基づく
固定観念にとらわ
れない視点を養う
ための学習活動に
積極的に参加しま
しょう

（２）男女平等な表現を進める市民意識の高揚

151. メディアにおける表現を
見直し、性別に基づく固定観
念にとらわれない表現を求め
る市民の自主的な活動を支援
します

 人権文化課

・広報編集小委員会の一員として、性別に基づく固定観念にとらわれない表現
の推進

 人権文化課

 人権文化課

148.性別に基づく固定観念に
とらわれない表現がされてい
るか、公的な出版物・ポス
ター等について点検、見直し
を進めます

151. 企業において
も、性別に基づく固
定観念にとらわれな
い視点での研修等を
行いましょう
自主的にメディアに
おける表現を見直
し、性別に基づく固
定観念にとらわれな
い表現を求める活動
を行いましょう

148. 行政刊行物に
ついて性別に基づ
く固定観念にとら
われない視点で点
検し、見直しの必
要がある場合は発
行機関に対して意
見を述べましょう

・広報編集小委員会の一員として、性別に基づく固定観念にとらわれない表現
の推進

施策の方向

149. 市の刊行物等において
は、「表現活動に関するガイ
ドライン」にのっとった表現
に努めます

149. 企業等の刊行
物についても性別
に基づく固定観念
にとらわれない視
点での表現に努め
ましょう

（１）行政刊行物の表現の見直しと表現活動に関するガイドラインの周知の徹底

市民・地域社会、
企業の役割
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目標Ⅷ　男女共同参画社会の実現に向けた文化の創造と情報の発信
課題２．　男女共同参画社会に向けたメディアの活用　 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

14 1,024
15 1,609
16 1,023
17 1,015
18 894
19 2,811
20 3,856
21 3,855
22 4,246

14 1,433
15 12,047
16 2,598
17 2,618
18 2,215
19 2,099
20 2,275
21 1,068
22 852

153. メディアを活用した市民
への様々な行政情報の公開と
市民との双方向の情報交換を
行います

・市ホームページの運営
・平成15年度　職員採用試験申込ｼｽﾃﾑ構築
・平成16年度　アクセスカウントシステム導入
・平成19年度　携帯サイト・ホームページ管理システム構築
・平成20年度　携帯サイト・ホームページ管理システム導入
・平成21年度　情報化推進課から広報広聴課へ業務移管 広報広聴課

153. 市民と市との
双方向の情報交換
に努めましょう

広報広聴課

・該当する情報は、その内容や表現等について広報編集小委員会の意見交換を
経て広報紙へ掲載

・行政情報提供システム ＜再掲＞
　平成12年度　平成12年５月１日行政情報システム（ホームページ・電話・
　　　　　　　FAX・パソコン通信対応）サービス開始（情報化推進課・広報
　　　　　　　広聴課）
　平成15年度　３か国語版（英語、中国語、ハングル）ホームページを行政
　　　　　　　情報システムに追加構築(情報化推進課)
　　　　　　　３か国語版ホームページを行政情報システムとしてサービス
　　　　　　　開始
　平成17年度　３か国語版ホームページを含む行政情報システムは平成18年
　　　　　　　３月20日で終了し、引き続き市ホームページに行政情報とし
　　　　　　　て公開(広報広聴課)
  平成21年度　自動機械翻訳システムによる３か国語（英・中・韓）情報及
　　　　　　　びローマ字情報の発信開始

152. 男女共同参画
の視点での広報活
動に協力しましょ
う

 広報広聴課

施策の方向

152. 男女共同参画の視点での
広報活動に努めます

（２）メディアを活用した情報の提供

行政の役割（具体的取組） 市民・地域社会、
企業の役割

（１）広報活動における男女共同参画の視点にたった表現の推進

ホームページアクセス件数(16年度システム導入）

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

412,645件 477,556件 538,811件 554,051件 595,220件 648,001件 702,411件
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14 4,578
15 3,731
16 1,573
17 3,565
18 1,407
19 1,421
20 1,084
21 1,452
22 2,799

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 60
22 0

14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 -
15 -
16 -
17 1,292
18 338
19 239
20 45
21 41
22 42

154. コンピュータ
の知識や技術の習
得を心がけましょ
う
　
事業主や企業は市
民のコンピュータ
学習について支援
しましょう

 人権文化課

平成14年度　ＩＴ講習の実施
平成21年度　市民企画「せっかくのパソコン眠っていませんか？やってみま
　　　　　　　　　　せんか「料理と旅行」」

（３）コンピュータの知識習得・活用のための講座などの実施

154. 市民がコンピュータの知
識や技術を習得し、活用する
力を養うための講座を実施し
ます

（４）ネットワークづくりへの支援

社会教育課

155. 市民の自主的
な情報ネットワー
クづくりを進めま
しょう

155.インターネットなどの情
報化に対応した市民のネット
ワークづくりの促進を図りま
す

情報化推進課

・男女共同参画推進センターに市民活動用として、インターネットが利用でき
るパソコンの設置

 人権文化課

平成17年度　地域ポータルサイトの構築
平成18年度以降　地域ポータルサイトへの支援

・パソコン教室の実施
＜エスポアール＞各コース17人　(平成20年7月から14人)
平成14年度　エクセル8コース､ワード9コース
平成15年度　エクセル11コース､ワード15コース
平成16年度　エクセル11コース､ワード15コース
平成17年度　エクセル11コース､ワード15コース
平成18年度　エクセル11コース､ワード15コース
平成19年度　エクセル11コース、ワード15コース
平成20年度　エクセル11コース、ワード11コース
平成21年度　エクセル11コース、ワード11コース(平成21年度より指定管理者）
平成22年度　エクセル10コース、ワード10コース
＜教育センター＞
平成21年度　エクセル２コース、ワード２コース、年賀はがき作成、
            インターネット活用術２コース、ウィルス対策２コース
            (平成21年度より指定管理者）各コース９人
平成22年度　エクセル2コース、ワード2コース、パソコン基礎、年賀状作り、
　　　　　　インターネット活用、ウイルス対策　各コース15人

ねやがわ元気ねッとアクセス件数

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

162,229 198,766 254,466 246,741 226,292 382,905
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目標Ⅷ　男女共同参画社会の実現に向けた文化の創造と情報の発信
課題３.　男女共同参画の視点からの情報収集と提供 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 421
15 416
16 127
17 125
18 121
19 498
20 125
21 98
22 0
14 2,698
15 2,773
16 2,730
17 2,232
18 1,731
19 1,320
20 1,476
21 1,638
22 1,442
14 33,276
15 33,609
16 33,742
17 37,768
18 40,367
19 41,778
20 45,479
21 42,129
22 42,169
14 350
15 351
16 350
17 320
18 300
19 300
20 284
21 244
22 234

市民・地域社会、
企業の役割

（１）男女共同参画の視点からの情報収集と提供

・AV資料収集　平成14年度　583点
　　　　　　　平成15年度　592点
　　　　　　　平成16年度　394点
　　　　　　　平成17年度　407点
　　　　　　　平成18年度　338点
　　　　　　　平成19年度　309点
　　　　　　　平成20年度　228点
　　　　　　　平成21年度　235点
 　　　　　　 平成22年度　266点
・関係資料収集・提供　平成14年度　25,184冊
　　　　　　　　　　　平成15年度　26,351冊
　　　　　　　　　　　平成16年度  25,619冊
　　　　　　　　　　　平成17年度　27,865冊
　　　　　　　　　　　平成18年度　29,580冊
　　　　　　　　　　　平成19年度　30,766冊
　　　　　　　　　　　平成20年度　32,070冊
　　　　　　　　　　　平成21年度　28,392冊
 　　　　　　　　　　 平成22年度　29,765冊

文化スポーツ振興課

156.男女共同参画の視点から
の映画、ビデオ、図書、資料
の収集、提供に努めます

・視聴覚ライブラリーでの活用

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

 人権文化課

中央図書館

中央図書館

156.男女共同参画
の視点からの情報
を活用しましょう

各年度　蔵書数(男女共同参画推進センター）
平成14年度　 図書 1,055冊　

平成15年度 　図書 1,267冊　ビデオ 51本　
平成16年度 　図書 1,490冊　ビデオ 53本

平成17年度 　図書 1,791冊　ビデオ 56本
平成18年度 　図書 1,925冊  ビデオ 70本
平成19年度 　図書 2,122冊  ビデオ 84本

平成20年度 　図書 2,472冊  ビデオ102本
平成21年度 　図書 2,668冊  ビデオ101本
平成22年度 　

・図書､資料､ビデオの収集･提供 　　　　　　　　　

図書 2,826冊　ビデオ103本
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目標Ⅷ　男女共同参画社会の実現に向けた文化の創造と情報の発信
課題４.　社会的性別（ジェンダー）にとらわれない新しい文化の創造活動 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 231
15 183
16 124
17 22
18 49
19 20
20 22
21 38
22 25
14 78
15 70
16 70
17 70
18 70
19 70
20 68
21 70
22 42
14 2,039
15 1,963
16 2,120
17 1,748
18 1,684
19 1,631
20 1,668
21 1,482
22 1,518
14 143
15 143
16 143
17 143
18 136
19 134
20 134
21 136
22 130

施策の方向

（１）男女共同参画の視点にたった文化創造活動の推進と支援

・人権啓発作品展の実施

人権文化課

市民・地域社会、
企業の役割

行政の役割（具体的取組）

・人権作品集の発行（小中学生の人権作文） 発行部数　500部

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの実施 ＜再掲＞

 人権文化課

157. 市民がともに担う文化創
造活動の推進と支援に努めま
す

157. 地域の文化創
造活動に積極的に
参加しましょう
　
企業や事業主は地
域、市民とともに
文化創造活動を進
めましょう

人権文化課

教育指導課

・人権作品集の発行（小中学生の人権作文）
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14 8,354
15 6,926
16 11,227
17 8,015
18 9,986
19 6,643
20 9,028
21 6,361
22 9,120

14 124
15 38
16 156
17 240
18 175
19 135
20 0
21 0
22 0

14 384
15 384
16 256
17 256
18 256
19 256
20 349
21 319
22 313

（２）男女共同参画社会をめざすスポーツ活動の推進と支援

・市民文化祭・美術公募展・学生音楽祭などの市民文化・芸術活動の促進事業
の開催

文化スポーツ振興課

158. 市民がともに
楽しめるスポーツ
種目の開発に協力
しましょう

・スポーツ教室（平成20年度より指定管理者制度）158. 市民がともに楽しめるス
ポーツを開発し、場の提供に
努めます

文化スポーツ振興課

文化スポーツ振興課

・育児ママさんスポーツ教室

15年度

人数 一般 子 組

256 7,152 1,234 5,918 -
0 0 0 - -

20 650 325 325 325

スポーツ教室（パル）

親子スポーツ教室

実施回数
延人数

教室各種

スポーツ教室（ガイド）

16年度

人数 一般 子 組
229 5,528 1,277 4,251 -
20 20 408 204 204
20 650 325 325 325親子スポーツ教室

スポーツ教室（ガイド）

実施回数
延人数

親子スポーツ教室

教室各種

17年度

人数 一般 子 組

192 4,384 0 4,384 -
237 6,590 1,952 4,638 -

実施回数
延人数

スポーツ教室（ガイド）

インストラクター教室

教室各種

18年度

人数 一般 子 組

160 3,707 0 3,707 -
296 8,191 1,844 6,347 -

200 2,561 450 2,111 -

インストラクター教室

教室各種 実施回数
延人数

スポーツ教室（ガイド）

池の里スポーツ教室

19年度

人数 一般 子 組
96 2,232 0 2,232 -
384 8,811 1,552 7,259 -
327 7,948 448 7,500 -

スポーツ教室（ガイド）

インストラクター教室

延人数
教室各種 実施回数

池の里スポーツ教室

20年度

人数 一般 子 組

416 8,543 1,252 7,291 -
330 8,786 544 8,242 -

延人数

インストラクター教室

実施回数

池の里スポーツ教室

教室各種

人数 一般 子
15年度 24 647 307 340
16年度 24 486 229 257
17年度 24 462 221 241
18年度 16 581 269 312
19年度 18 573 273 300
20年度 16 576 268 308
21年度 16 498 235 263
22年度 16 549 265 284

実施回数
延人数

21年度

人数 一般 子 組

448 8,836 1,226 7,610 -
330 8,371 572 7,799 -

インストラクター教室

池の里スポーツ教室

教室各種 実施回数
延人数

22年度

人数 一般 子 組

416 7,940 1,470 6,470 -
374 7,993 969 7,024 -池の里スポーツ教室

教室各種 実施回数
延人数

インストラクター教室
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目標Ⅷ　男女共同参画社会の実現に向けた文化の創造と情報の発信
課題５.　男女共同参画社会の実現をめざす活動拠点の充実と活用 （単位：千円）

年度
決算額

(22年度は見込) 事業名及び推進状況 担当課

14 23
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
14 2,092
15 2,063
16 2,219
17 1,778
18 1,768
19 1,631
20 1,728
21 1,543
22 1,558

14 53
15 100
16 99
17 30
18 84
19 0
20 60
21 61
22 40
14 23
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0

行政の役割（具体的取組）
施策の方向

（２）市民の自主活動の支援

市民・地域社会、
企業の役割

（1）情報発信、交流の場の充実と活用

 人権文化課

162. 地域で活動するグループ
に関する情報を集約し、情報
提供に努めます

161. グループ形成
やネットワークづ
くりをすすめま
しょう

・広報紙、ホームページ、センターだより（Ｄｏふらっと）、リーフレット等
での情報提供 ＜再掲＞

・センターだより（Ｄｏふらっと）で団体活動の情報提供 ＜再掲＞
・登録団体の情報をファイルにまとめて情報提供

159. 相談や情報の収集・提供
を積極的に行います

 人権文化課

160. 講座・研修会の開催や交
流の場の提供を積極的に行い
ます

161. 学習講座や催しを通じ
て、市民の自主的な活動を支
援し、グループ形成やネット
ワークづくりを促進します

・ふらっと ねやがわ連絡会への活動支援 ＜再掲＞

159. 相談や情報を
活用しましょう

 人権文化課

 人権文化課

160. 講座・研修会
や、交流の場を活
用しましょう

・男女共同参画学習講座・ふらっと市民セミナーの実施（別紙参照） ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわまつりの開催 ＜再掲＞
・ふらっと ねやがわ連絡会への活動支援 ＜再掲＞

162. グループに関
する情報を活用し
ましょう
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